
「
前

言
解
」
小
考

－
！
「
候
粟
君
所
志
冠
恩
事
」

冊
書
を
巡
る
経
緯
の
復
原
に
む
け
て
i

鷹

取

祐

司

f前言解」小考（鷹取）

は
　
じ
　
め
　
に

　
戦
国
時
代
か
ら
清
朝
に
至
る
ま
で
の
中
国
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
幾
種
類

か
の
別
立
て
の
裁
判
手
続
き
が
制
度
と
し
て
併
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
裁
判
は
刑
罰
を
結
果
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

味
で
刑
事
裁
判
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
即
ち
、
今
日
我
国
の
刑
事
と
民
事

の
よ
う
に
原
理
的
に
異
な
る
別
系
統
の
裁
判
手
続
き
が
存
在
し
た
の
で
は
な

く
、
所
謂
刑
事
案
件
も
民
事
案
件
も
同
じ
一
つ
の
刑
事
裁
判
手
続
き
に
よ
っ

て
処
理
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
、
秦
漢
時
代
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
漢
代
木
簡
に
見
え
る
債
権
の
回
収
は

「
訴
訟
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
続
き
は
刑
事
裁
判
と
は
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
紛
争
解
決
原
理
に
基
づ
く
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
漢
簡
に

含
ま
れ
る
「
候
粟
君
心
墨
聖
恩
事
」
信
書
（
以
下
「
候
二
君
柵
書
」
）
は
債

権
の
回
収
を
求
め
た
訴
え
の
記
録
で
、
幸
運
に
も
冊
書
に
欠
損
が
無
く
記
載

内
容
も
ほ
ぼ
完
全
に
解
読
で
き
る
の
で
、
こ
の
冊
書
の
分
析
に
よ
っ
て
債
権

回
収
請
求
訴
訟
手
続
き
全
体
の
復
原
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
臨
書
を
用
い
て

債
権
回
収
請
求
訴
訟
の
手
続
き
を
復
原
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
本
当

に
刑
事
裁
判
と
は
異
な
る
紛
争
解
決
原
理
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
否
か
を
、

私
は
是
非
と
も
確
か
め
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
柵
書
は
、
長
城
警
備
に

従
事
す
る
吏
と
当
地
民
を
当
事
者
と
す
る
極
め
て
特
殊
な
条
件
下
で
の
事
例

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
直
ち
に
漢
代
の
裁
判
制
度
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
特
殊
性
を
以
て
こ

れ
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
た
誤
り
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
た

と
い
特
殊
な
条
件
下
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
刑
事
裁
判
と
は
異
な
る

紛
争
解
決
原
理
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
も
ま
た
漢
代
の
歴
史
事
実
の
｝

端
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
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候
粟
君
冊
害
は
債
権
回
収
請
求
訴
訟
の
完
全
な
事
例
と
し
て
如
上
の
意
義

を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
鯵
釈
で
は
、
刑
事
裁
判
手
続
き
と
し
て
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
中
書
の
裁
判
は
す
べ
て

刑
事
裁
判
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
所
与
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。
一
体
、
債
権
圓
収
請
求
訴
訟
は
漢
簡
に
よ
っ
て
初
め
て

そ
の
具
体
的
な
事
例
が
知
ら
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
未
知
の
裁
判
類
型
で
あ

る
。
未
知
の
も
の
を
既
存
の
枠
に
は
め
て
理
解
す
る
こ
と
に
私
は
た
め
ら
い

を
禁
じ
得
な
い
。
実
際
、
従
来
の
解
釈
で
は
説
明
で
き
な
い
疑
問
が
こ
の
冊

　
　
　
　
　
　
⑤

書
に
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
既
存
の
枠
に
無
理
矢
理
は
め
込
ん
だ
結
果
生

じ
た
歪
な
の
で
は
な
い
か
。
刑
事
裁
判
手
続
き
と
い
う
枠
を
前
提
と
す
る
こ

と
な
く
、
冊
書
そ
の
も
の
を
精
察
し
全
体
を
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
正
確
な
冊
書
解
釈
は
可
能
に
な
る
と
私
は
考
え
る
。

　
本
稿
は
、
候
至
悪
冊
書
全
体
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と

し
て
、
曝
書
に
含
ま
れ
る
「
前
言
郷
」
と
い
う
語
の
考
察
を
直
接
の
課
題
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
狙
い
は
む
し
ろ
冊
書
を
巡
る
全
て
の
疑
問
や
矛
盾
の

あ
ぶ
り
馴
し
に
あ
る
。
そ
れ
は
正
確
な
冊
書
解
釈
の
た
め
の
前
提
を
整
え
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
本
論
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
滋
賀
秀
三
門
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
一
そ
の
行
政
的
性
格
。
若
干
の
沿
革
的

　
考
察
を
含
め
て
一
」
（
同
氏
著
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
達
文
社
　
一
九
八

　
四
）
五
頁
。
以
下
、
刑
事
裁
判
の
語
は
こ
の
意
味
で
周
い
る
。

②
籾
山
明
「
秦
の
裁
判
制
度
の
塞
7
5
」
（
林
巴
奈
夫
編
『
戦
国
時
代
出
土
文
物
の

　
研
究
輪
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
　
　
九
八
五
）
五
三
｝
頁
。

③
拙
稿
「
漢
代
の
裁
判
文
書
欄
裳
書
盛
i
戊
卒
に
よ
る
売
買
を
手
掛
か
り
に

　
一
」
（
『
史
林
隔
八
○
一
六
　
　
九
九
七
　
以
下
「
裁
判
文
書
」
）
二
五
、
三
四

　
～
三
五
頁
。
そ
こ
で
は
「
裁
判
」
と
記
し
た
が
、
後
述
の
よ
う
に
債
権
回
収
講
求

　
訴
訟
で
は
官
に
よ
る
判
決
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
判
決
を
連
想

　
さ
せ
る
「
裁
判
扁
を
改
め
「
訴
訟
」
と
し
た
い
。

④
　
籾
山
明
「
居
三
新
簡
『
駒
罷
労
病
死
』
冊
書
…
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
・
続

　
－
」
（
『
堀
敏
｝
先
生
古
稀
記
念
　
中
国
古
代
の
国
家
と
民
衆
』
汲
古
書
院
　
一

　
九
九
五
　
以
下
「
駒
病
死
冊
轡
」
）
一
＝
七
～
二
～
九
頁
。

⑤
一
例
を
挙
げ
る
と
、
三
三
が
両
当
事
者
の
主
張
を
勘
案
し
て
判
決
を
下
す
場
合

　
に
、
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
積
樽
の
自
証
裳
書
が
ど
う
し
て
も
う
｝
方
の
当
事
者

　
で
あ
る
候
粟
君
の
元
に
送
付
さ
れ
る
の
か
、
な
ど
。

債
権
回
収
請
求
訴
訟
と
三
三
君
冊
書

　
漢
代
の
長
城
警
備
に
従
事
す
る
吏
卒
や
在
地
民
間
人
を
金
銭
貸
借
の
当
事

者
と
し
な
が
ら
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
債
権
回
収
億
、
債
権
を
回
収
で
き
な

い
債
権
者
が
、
債
務
者
に
債
務
を
承
服
し
支
払
い
を
実
行
さ
せ
る
よ
う
官
に

対
し
て
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
公
権
力
に
よ
る
問
題
の
解
決
、
即
ち
、
公
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

救
済
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
債
権
回
収
請
求
訴
訟
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
債
権
圃
収
請
求
訴
訟
は
公
権
力
に
よ
る
紛
争
の
解
決
で
あ
る
か
ら
、
最

終
的
に
は
富
の
下
し
た
判
決
に
よ
る
決
着
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
現
実
に
は
債
権
考
の
訴
え
を
受
け
た
宮
が
債
務
者
の
所
属
官
署
等
に
対
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「前　言解」　ノj、考　（鷹取）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
命
ず
る
の
は
、
債
務
者
尋
問
と
債
権
回
収
と
そ
の
報
告
の
み
で
あ
る
。

或
い
は
尋
問
で
債
務
者
が
債
務
を
承
服
し
な
い
た
め
に
紛
争
が
解
決
さ
れ
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
官
は
債
権
者
に
債
務
者
尋
問
の
結
果
を
報
告
す
る
だ
け

で
、
官
が
両
当
事
者
の
主
張
を
勘
案
し
て
判
決
を
下
し
紛
争
に
決
着
を
付
け

る
と
い
う
手
続
き
は
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
候
激
化
冊
書
は
候
粟
君
と
憲
恩
と
の
間
で
結
ば
れ
た
輸
送
販

売
請
負
契
約
を
巡
っ
て
候
粟
君
が
不
足
分
の
支
払
い
を
冠
恩
に
求
め
た
も
の

で
、
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
債
権
回
収
請
求
訴
訟
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
訴
え
を
受
理
し
た
官
署
が
両
当
事
者
の
供
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
ど
を
勘
案
し
て
最
終
的
な
判
決
を
下
す
と
い
う
形
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
れ
は
挙
劾
文
書
か
ら
想
定
さ
れ
る
刑
事
裁
判
手
続
き
と
基
本
的
に
同
じ
構

造
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
候
粟
君
概
評
は
債
権
回
収
の

請
求
と
い
う
同
一
の
訴
訟
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
先
の
債
権
圓
収
請
求
．
訴
訟

と
は
全
く
異
な
る
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
同
一
内

容
の
訴
訟
に
つ
い
て
異
な
る
訴
訟
手
続
き
が
併
存
す
る
こ
と
は
制
度
と
し
て

見
た
場
合
に
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
候
粟
鴛
冊
書
の
解
釈
に
つ
い
て
再
検

討
の
必
要
が
あ
る
と
私
が
考
え
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
債
権
回
収
請
求
訴
訟
で
は
、
当
事
者
自
身
が
「
公
証
書
」
で
あ
る
自
証
袈

⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

書
に
よ
っ
て
証
言
す
る
こ
と
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
候
粟
君

柵
書
で
も
同
じ
自
証
袈
書
が
主
要
な
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
冊
書
で
は

「
公
証
書
」
で
あ
る
自
証
愛
書
が
僅
か
十
三
日
越
間
に
同
一
の
内
容
で
繰
り

返
し
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
こ
に
不
自
然
さ
を
覚
え
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
不
自
然
さ
こ
そ
、
同
じ
債
権
回
収
の
講
求
で
あ
り
な

が
ら
塩
化
君
冊
書
と
債
権
回
収
請
求
訴
訟
と
で
想
定
さ
れ
る
手
続
き
が
異
な

る
と
い
う
問
題
を
解
く
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
如
上
の
問
題
を
は
ら
む
候
粟
君
冊
書
を
正
確
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
自

証
髪
書
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
愛
書
の
動
態
面
の
考
察
と
、

冊
書
を
巡
る
手
順
の
復
原
を
大
き
く
左
右
す
る
「
前
言
解
」
の
語
の
意
味
の

確
定
と
を
予
備
作
業
と
し
て
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
岡
一
内
容

の
自
証
愛
書
が
二
通
存
在
す
る
こ
と
が
通
常
の
形
態
か
否
か
を
検
証
し
な
い

ま
ま
に
そ
れ
を
不
自
然
と
い
う
の
で
は
単
な
る
印
象
で
し
か
な
い
し
、
ま
た
、

「
前
醤
解
」
が
こ
の
冊
書
を
巡
る
一
連
の
手
順
の
中
で
具
体
的
に
侮
を
指
す

の
か
曖
昧
な
ま
ま
で
は
、
こ
の
心
事
を
巡
る
文
書
の
作
成
・
送
付
状
況
の
正

確
な
復
原
は
不
可
能
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
、
本
稿
で
は

「
前
言
解
」
の
考
察
を
扱
う
の
み
で
、
自
証
震
書
の
運
用
に
つ
い
て
の
考
察

は
別
稿
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
並
行
し
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　
本
稿
で
は
、
候
粟
肥
土
書
以
外
の
用
例
や
類
似
語
の
考
察
に
よ
っ
て
、

「
前
言
解
」
が
尋
問
結
果
報
告
文
書
の
中
で
果
た
す
役
割
を
先
ず
明
ら
か
に

し
、
そ
れ
を
候
粟
君
鶴
書
に
適
用
す
る
こ
と
で
「
前
景
解
」
の
具
体
的
内
容

を
考
え
る
と
い
う
手
法
を
採
る
こ
と
に
し
た
い
。
従
来
の
解
釈
が
推
測
に
過
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ぎ
な
い
と
い
う
事
実
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
候
奏
上
願
書
そ
れ
自

体
の
中
で
は
「
前
轍
口
解
」
の
具
体
的
内
容
を
確
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
尋
問
結
果
報
告
文
書
へ
の
尋
問
命
令
の
再
録
に
つ
い
て
も

検
討
す
る
。
こ
の
長
流
の
経
緯
を
考
え
る
上
で
最
も
重
要
な
都
郷
歯
夫
宮
の

冠
恩
尋
問
結
果
報
告
文
書
（
後
掲
簡
1
）
に
は
、
前
後
二
度
に
亙
っ
て
下
さ

れ
た
勉
恩
尋
問
命
令
が
両
方
と
も
再
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
尋
問
命

令
が
二
度
と
も
に
再
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
何
如
に
理
解
す
る
か
が
、
こ
れ

ま
で
は
全
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
報
告
文
書
の
み
な
ら

ず
冊
書
全
体
の
解
釈
に
決
定
的
に
影
響
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
予
備
作
業
の
結
果
、
中
書
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
疑
問
が
生
じ
ま

た
新
た
な
矛
盾
も
露
見
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
冊
書
を
巡
る
疑
問
や
矛
盾
を

残
ら
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
正
確
な
講
書
解
釈
が
可
能

に
な
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
誓
書
が
最
終
的
に
甲
中
身
官
で
一
括
保

存
さ
れ
て
い
た
の
は
、
言
う
迄
も
な
く
都
郷
齎
夫
の
作
成
か
ら
始
ま
る
幾
つ

か
の
手
順
を
踏
ん
だ
必
然
の
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
順
は
少
な
く
と

も
そ
れ
を
実
際
に
行
っ
た
当
人
に
と
っ
て
は
矛
盾
の
無
い
筋
の
通
っ
た
も
の

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
二
二
候
官
で
の
～
括
保
存
に
至
る
ま
で
の

経
緯
は
、
た
と
い
そ
の
途
中
に
特
別
な
事
情
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
全
て

が
整
合
的
に
説
明
さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
跡
を
始
め
と
す
る
冊
書
の
全

て
の
特
徴
は
、
そ
の
実
際
の
経
緯
が
齎
し
た
必
然
の
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
関
し
て
疑
問
や
矛
盾
を
感
じ
る
の
は
、
逆
に
我
々
の
聖
書
解
釈
が
誤

っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
全
て
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
解
釈
こ
そ

が
正
し
い
の
で
あ
り
、
冊
書
を
巡
る
問
題
や
矛
盾
は
我
々
を
正
し
い
解
釈
へ

と
導
い
て
く
れ
る
道
標
な
の
で
あ
る
。
予
備
作
業
と
し
て
冊
書
を
巡
る
全
て

の
問
題
や
矛
盾
の
あ
ぶ
り
出
し
を
行
う
意
義
は
正
に
こ
の
点
に
あ
る
。

　
な
お
、
漢
簡
の
釈
文
・
図
版
は
、
労
韓
『
居
延
漢
簡
　
図
版
之
部
』
（
中

央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
　
～
九
五
七
）
、
謝
桂
華
・
李
直
明
・
半
国
畑

『
居
留
漢
書
釈
文
雲
丹
扁
（
文
物
繊
版
社
　
一
九
八
七
）
、
甘
粛
省
文
物
考
古

研
究
所
・
甘
窯
業
博
物
館
・
中
国
文
物
研
究
所
・
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研

究
所
同
居
延
言
簡
　
学
窓
候
富
』
（
中
華
街
局
　
一
九
九
四
）
を
用
い
た
。

本
文
中
に
使
用
す
る
記
号
は
、
図
が
簡
の
断
切
、
□
が
釈
読
不
明
字
、
…
…

が
字
数
・
釈
読
の
不
明
な
部
分
、
ほ
が
前
行
末
か
ら
の
連
続
を
示
す
。
紙
幅

の
都
合
で
、
史
料
解
釈
を
省
略
し
た
場
合
や
、
一
簡
一
簡
の
文
字
記
載
の
状

態
を
明
確
に
す
る
必
要
の
無
い
も
の
は
追
い
込
み
で
記
し
た
場
合
（
簡
番
号

に
＊
を
附
し
た
）
の
あ
る
こ
と
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

①
前
掲
拙
稿
「
裁
判
文
轡
」
二
五
頁
。

②
前
掲
拙
稿
「
裁
判
文
書
」
六
、
二
三
頁
。

③
籾
山
前
掲
「
駒
病
死
多
書
」
二
一
七
～
二
一
九
頁
。

④
前
掲
拙
稿
「
裁
判
文
審
」
三
頁
の
図
参
照
。

⑤
寒
山
明
「
愛
書
新
探
－
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に
…
一
」

　
～
1
三
　
～
九
九
二
　
以
下
「
髪
講
演
探
」
）
三
四
頁
。

（『

圏
m
史
研
究
輪
五
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「前言解」小考（鷹取）

⑥
拙
稿
「
自
証
愛
書
の
運
用
－
噸
候
粟
慰
所
責
冠
恩
事
㎞
冊
害
の
二
通
の
自
証

　
笈
書
に
対
す
る
疑
問
－
…
扁
（
胸
古
代
文
化
』
五
ニ
ー
＝
　
二
〇
〇
〇
）
の
門
む

　
す
び
に
か
え
て
」
で
、
債
権
圓
収
講
求
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
が
自
証
愛
書
に
よ

　
り
供
述
内
容
を
証
明
す
る
こ
と
を
、
供
述
の
信
愚
性
と
い
う
観
点
か
ら
素
描
し
た
。

　
な
お
、
以
下
に
別
荘
と
い
う
場
合
は
こ
の
拙
稿
を
指
す
。

二
　
従
来
の
「
前
書
解
」
解
釈

　
最
初
に
、
候
引
出
冊
書
に
見
え
る
「
前
醤
解
」
の
従
来
の
解
釈
を
検
討
し

て
お
こ
う
。
冊
書
は
次
の
四
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
工
　
建
武
三
年
十
二
月
癸
丑
朔
乙
卯
（
三
日
）
附
、
鬼
恩
の
自
証
袋
書

　
豆
　
戊
辰
（
十
六
日
）
附
、
二
恩
の
自
証
愛
書

　
阻
　
辛
未
（
十
九
日
）
附
、
都
郷
祖
田
夫
宮
か
ら
居
延
県
下
に
宛
て
た
鬼
恩

　
　
尋
問
結
果
の
報
告
文
書

　
W
　
己
卯
（
二
十
七
日
）
附
、
感
熱
守
丞
か
ら
甲
渠
候
富
へ
宛
て
た
文
書

　
事
の
起
こ
り
は
、
函
渠
候
二
君
が
金
銭
の
支
払
い
を
求
め
て
冠
恩
を
居
延

県
廷
に
訴
え
た
こ
と
で
あ
る
。
居
職
県
廷
は
そ
の
訴
え
を
承
け
て
、
冠
恩
の

住
む
都
郷
に
心
良
尋
問
を
命
じ
た
。
信
書
の
一
・
1
が
そ
の
尋
問
の
際
に
作

成
さ
れ
た
冠
恩
の
自
証
他
書
、
逼
が
尋
問
を
担
当
し
た
都
郷
齎
央
宮
の
報
告

で
、
と
も
に
居
延
県
廷
に
送
付
さ
れ
た
。
居
延
県
廷
は
こ
れ
ら
に
W
を
添
附

し
て
一
心
候
官
へ
送
付
し
た
。
都
郷
密
夫
宮
の
報
告
ま
で
の
経
緯
は
、
都
郷

奮
夫
宮
の
皇
恩
尋
問
結
果
報
告
文
書
（
穣
）
に
再
録
さ
れ
た
県
廷
の
尋
問
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

令
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
文
と
解
釈
を
挙
げ
よ
う
。

1
　
建
武
三
年
柵
工
月
癸
丑
町
鳶
未
、
都
郷
畜
夫
悪
運
画
図
。
遷
移
甲
渠
候

　
　
即
日
「
…
（
候
粟
君
の
訴
え
）
一
」
書
到
、
験
問
治
称
言
。
前
雷

　
　
解
。
廷
却
二
日
「
恩
僻
禁
男
候
書
相
懸
。
疑
非
實
。
今
候
奏
記
府
、
願

　
　
詣
郷
袋
書
是
正
。
三
三
三
明
庭
。
更
詳
験
問
治
決
言
。
」
謹
験
問
恩
、

　
　
僻
「
一
（
慮
恩
の
供
述
）
　
　
」
回
書
自
謹
。
篇
移
髪
書
。
叩
頭
死

　
　
罪
死
罪
敢
言
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
勺
．
国
N
卜
。
u
鱒
Φ
～
G
。
b
。
＊

　
　
〔
建
武
三
（
後
二
七
）
年
十
二
月
十
九
日
、
都
郷
薔
夫
の
宮
が
申
し
上

　
　
げ
ま
す
。
居
両
県
廷
が
送
付
し
て
き
た
管
渠
郭
候
の
文
書
に
は
「
…
…

　
　
（
候
粟
君
の
訴
え
）
1
」
と
。
こ
の
文
書
が
到
着
し
た
ら
、
尋
問
し

　
　
治
決
し
て
報
告
せ
よ
。
前
言
解
。
居
延
雪
行
が
返
送
し
て
き
た
文
書
に

　
　
は
「
憲
恩
の
供
述
は
甲
渠
郭
候
の
文
書
と
一
致
し
な
い
。
事
実
で
な
い

　
　
疑
い
が
あ
る
。
今
、
甲
渠
郵
候
は
府
に
記
を
送
付
し
て
、
郷
に
赴
い
て

　
　
裳
書
是
正
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
府
は
録
に
よ
っ
て
明
処
を
命
じ
て

　
　
き
た
。
再
度
詳
し
く
尋
問
し
治
決
し
て
報
告
せ
よ
」
と
あ
り
ま
し
た
。

　
　
謹
ん
で
冠
恩
を
尋
問
し
た
と
こ
ろ
、
供
述
し
て
言
う
に
は
「
　
　
（
鬼

　
　
恩
の
供
述
）
一
」
と
。
以
上
、
袋
書
に
よ
っ
て
自
ら
証
明
し
ま
し
た
。

　
　
袋
書
を
写
し
て
送
付
し
ま
す
。
恐
れ
な
が
ら
申
し
上
げ
ま
す
。
〕

　
居
延
県
廷
は
都
郷
に
対
し
て
憲
恩
尋
問
を
二
度
命
じ
て
お
り
、
簡
1
に
は

二
度
の
尋
問
命
令
が
両
方
と
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
「
前
言
解
」
の
語
は
二
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つ
の
尋
問
命
令
に
挟
ま
れ
る
形
で
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
語
の
解
釈
何
如
に

よ
っ
て
は
復
原
さ
れ
る
文
書
の
作
成
・
送
付
状
況
は
全
く
異
な
る
こ
と
と
な

ろ
う
。
「
前
言
解
」
に
つ
い
て
、
そ
の
語
義
を
正
確
に
理
解
す
る
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
が
一
連
の
手
順
の
う
ち
ど
の
手
続
き
を
具
体
的
に
指
す
の
か
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
が
考
え
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
さ
て
、
従
来
「
驚
喜
解
」
の
語
は
「
先
に
説
明
回
答
ず
み
」
と
解
釈
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

三
日
附
冠
恩
自
証
震
書
（
1
）
の
送
付
を
指
す
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
前

言
解
」
の
語
は
候
粟
霜
冊
書
以
外
に
も
「
駒
罷
勢
病
死
」
冊
書
（
後
弾
簡

1
0
）
に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
「
記
到
、
験
間
明
庭
醤
。
會
月
廿
五
日
。
前
雷

解
。
謹
験
問
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
前
曇
口
解
」
で
報
告
済
み
の
旨
を
言

い
な
が
ら
、
続
く
「
謹
験
問
」
以
下
で
再
び
尋
問
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
上
級
機
関
か
ら
の
指
示
・
問
合
わ
せ
に
対
し
て
二
度
返
答
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

場
合
が
制
度
的
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
～
方
で
、
「
駒
罷
勢
病
死
」
冊
書
で
は
「
前
署
解
」
の
語
が
「
謹
験

問
」
以
下
の
尋
問
結
果
の
記
載
よ
り
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逆
に

「
前
書
解
」
が
下
達
文
書
の
結
び
の
言
葉
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

④る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
前
言
解
」
は
尋
問
結
果
報
告
に
再
録

さ
れ
た
尋
問
命
令
の
～
部
と
な
り
、
敢
え
て
訳
せ
ば
「
前
も
っ
て
回
答
せ

よ
」
と
で
も
な
ろ
う
。
こ
の
指
摘
は
「
前
夢
解
」
の
意
味
を
文
書
の
書
式
や

記
載
形
式
と
い
う
点
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
、
従
来
の
解
釈
が
「
前
言
解
」
三
文
字
の
字
義
だ
け
か
ら
推

測
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
点
を
正
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
前
言
解
」
を
下
達
文
書
の
結
び
の
言
葉
と
考
え
る
こ

と
に
も
ま
た
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
「
前
言
解
」
が

「
謹
験
問
」
で
始
ま
る
尋
問
結
果
の
記
載
の
前
に
位
置
す
る
こ
と
を
そ
の
出

発
点
と
す
る
が
、
い
ま
こ
の
点
を
少
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
漢
簡
に
は
こ

の
「
前
言
解
」
に
似
た
「
前
言
状
」
と
い
う
語
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
前
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

状
」
は
「
隊
…
長
失
鼓
」
冊
書
の
萬
歳
候
長
憲
に
よ
る
秦
恭
尋
問
結
果
報
告
文

書
（
後
書
簡
9
）
な
ど
に
見
え
る
。
簡
9
で
は
「
験
問
具
雷
。
前
言
状
。
鯵

今
謹
召
恭
詣
治
所
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
（
尋
問
命
令
）
＋
「
前
言

状
／
前
誤
解
」
＋
（
尋
問
結
果
）
と
い
う
書
き
方
は
「
晶
群
勢
病
死
」
四
書

の
「
前
言
解
」
の
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
「
前
言
状
」
も
「
前
言
解
」
と
同

様
に
尋
問
結
果
を
記
す
「
謹
…
…
」
の
箭
に
位
置
し
て
い
る
。
簡
9
で
は

「
前
言
状
」
の
次
に
「
働
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
翻
」
は
再
録
さ

れ
た
命
令
と
そ
れ
に
対
す
る
報
告
と
の
間
に
置
か
れ
、
再
録
の
命
令
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

報
告
と
の
区
切
り
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
前
言
状
」
が
区
切
り

を
示
す
「
鋳
」
よ
り
前
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
前
言
状
」
が
再
録
さ

れ
た
尋
問
命
令
の
～
部
で
あ
る
可
能
性
を
強
く
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、

門
前
言
状
」
の
類
似
表
現
で
あ
る
「
前
言
解
」
が
再
録
さ
れ
た
尋
問
命
令
の

一
部
で
あ
る
可
能
性
を
も
高
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
し
、
「
駒
罷
勢
病
死
」
冊
書
の
「
盗
難
廿
五
日
。
前
言
解
。
」
と
同
じ

記
載
形
式
と
思
し
き
簡
2
で
は
「
前
言
口
」
の
前
に
「
鯵
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

2
　
図
二
十
五
日
。
幽
前
言
口
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
一
〇
・
①
（
〉
○
。
）

「
働
」
が
先
述
の
よ
う
に
再
録
さ
れ
た
命
令
と
そ
れ
に
対
す
る
報
告
と
の
区

切
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
前
言
□
」
は
再
録
さ
れ
た
命
令
で
は
な
く
そ

れ
に
対
す
る
報
告
と
な
る
だ
ろ
う
。
簡
2
は
簡
自
体
が
こ
れ
で
終
わ
っ
て
い

る
の
で
後
に
ま
だ
文
が
続
く
か
否
か
不
明
だ
が
、
「
斗
掻
勢
病
死
」
冊
書
の

よ
う
に
「
前
醤
□
」
の
後
に
「
謹
…
…
」
で
始
ま
る
報
告
の
記
載
が
続
く
可

能
性
も
充
分
あ
る
。
そ
の
場
合
、
命
令
に
対
す
る
報
告
で
あ
る
「
前
言
□
」

が
「
謹
…
…
」
よ
り
前
に
来
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
謹
…
…
」
よ
り
前
の

部
分
全
て
が
再
録
さ
れ
た
命
令
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
つ
ま
り
、
「
前
言
解
」
が
報
告
の
記
載
で
あ
る
「
謹
…
…
」
よ
り
前
に

位
置
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
「
前
醤
解
」
が
再
録
さ
れ
た
命
令
の
一

部
分
で
あ
る
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
前
言
解
」
が
報

告
の
雷
葉
で
あ
る
可
能
性
も
決
し
て
皆
無
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
簡
蹟
文
書
を
解
釈
す
る
際
に
、
書
式
や
記
載
形
式
は
極
め
て
重
要
な
要
素

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
を
根
拠
に
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
字
義

や
語
義
、
さ
ら
に
は
文
書
の
申
で
具
体
的
に
何
如
な
る
意
味
や
…
機
能
を
持
つ

の
か
と
い
う
点
も
ま
た
同
時
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
我
々
は
や
は
り

「
前
言
解
」
の
語
そ
の
も
の
の
分
析
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
解
釈
で
は
、
意
味
が
朱
確
定
な
部
分
は
原
文
の
ま
ま
記
し
た
。

②
装
錫
圭
「
新
発
現
的
居
延
漢
簡
的
幾
箇
問
題
」
（
噸
中
国
史
研
究
』
一
九
七
九
l

　
m
四
）
　
～
〇
五
一
一
〇
⊥
ハ
胃
貝
、
籾
山
晶
則
掲
「
愛
書
新
柵
休
」
　
～
｝
二
、
　
＝
＝
二
～
＝
～
西
頁
。

③
線
山
前
掲
「
駒
病
死
冊
書
」
二
〇
九
頁
。
、

④
浅
原
達
郎
「
牛
堀
相
当
穀
血
石
」
（
魍
泉
屋
博
古
館
紀
要
』
十
五
一
九
九
八
）

　
五
九
頁
の
注
①
。

⑤
轡
や
器
ド
紹
。
。
～
G
。
ω
N
㎝
⊂
・
9
①
譲
。
謝
桂
華
一
新
・
旧
居
延
漢
簡
冊
書
復

　
原
挙
隅
」
（
朔
秦
漢
史
論
叢
』
第
五
輯
法
律
出
版
社
一
九
九
二
）
と
籾
山
前
掲

　
「
裳
誉
強
直
扁
に
お
い
て
、
こ
の
冊
書
の
集
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑥
次
の
簡
で
は
、
再
録
さ
れ
た
調
査
命
令
で
あ
る
「
府
書
」
と
門
謹
案
偏
以
下
の

　
調
査
結
果
報
告
と
の
間
に
「
轡
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
建
武
四
年
五
月
辛
巳
朔
戊
子
、
甲
渠
塞
尉
放
行
候
古
訓
言
立
。
府
書
温
「
吏

　
　
　
二
三
犯
四
時
禁
。
有
無
四
時
言
。
」
曾
謹
案
、
部
吏
母
犯
四
時
禁
者
。
敢
醤

　
　
　
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
．
℃
．
閃
鱒
卜
⊃
一
窃
O
》
＊

⑦
『
居
延
漢
簡
図
版
之
部
㎏
一
九
六
買
の
写
真
で
は
「
解
」
の
よ
う
に
も
見
え

　
る
。

三
　
「
前
言
解
」
の
語
義

　
「
前
池
解
」
の
語
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
「
前
」
と
「
解
」
の

字
が
漢
学
の
用
例
に
お
い
て
侮
如
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
「
解
」
の
用
例
を
検
討
し
よ
う
。

　
「
解
」
の
用
例
で
は
「
解
何
」
が
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
。

3
　
校
甲
渠
候
移
正
月
盤
三
月
四
時
吏
名
籍
、
第
十
二
黙
心
張
宣
、
史
。
案

　
　
1
1
府
籍
、
宣
、
不
史
、
不
相
慮
。
解
何
。
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H
ト
っ
⑩
・
鱒
卜
Q
十
一
り
O
・
Q
。
O
（
》
○
。
）

　
　
〔
落
懸
郵
候
が
送
付
し
て
き
た
正
月
か
ら
三
月
ま
で
の
四
時
吏
名
籍
を

　
　
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
第
十
二
隊
…
長
の
張
宣
は
「
史
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
都
尉
府
の
名
籍
を
調
べ
る
と
、
宣
は
「
不
史
」
で
あ
り
、
一
致
し
な
い
。

　
　
ど
う
釈
明
す
る
の
か
。
〕

簡
3
は
、
甲
渠
郵
候
が
送
付
し
て
き
た
四
時
吏
名
籍
と
都
尉
府
保
管
の
名
籍

と
の
記
載
内
容
の
不
一
致
に
関
し
て
都
尉
府
が
甲
渠
候
爵
に
下
達
し
た
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
、
「
解
何
に
は
そ
の
不
一
致
に
つ
い
て
詰
問
し
釈
明
を
求
め
る
語
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
。
次
は
「
前
醤
解
」
に
よ
く
似
た
「
謁
雷
解
」
の
例
。

4
　
　
揖
井
言
。
謹
拘
校
二
年
十
月
越
來

　
　
　
痩
山
。
未
能
舌
戦
日
。
謁
言
解
。
　
　
　
斜
Q
。
O
∴
＋
ら
ω
O
・
鼻
（
℃
⑩
）

　
　
〔
幽
計
井
候
官
が
言
う
。
謹
ん
で
二
年
十
月
累
累
の
計
図
を
点
検
し
ま

　
　
し
た
と
こ
ろ
、
出
頭
期
日
に
出
頭
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
か
弁
解

　
　
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
。
〕

簡
4
は
事
事
候
富
（
出
土
地
の
P
9
は
滑
井
候
富
祉
）
が
都
尉
府
へ
送
付
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
文
書
の
控
え
に
附
け
ら
れ
た
内
容
見
出
し
で
、
「
滑
井
言
」
以
下
の
記
載

内
容
は
実
際
に
送
付
し
た
文
書
内
容
の
概
略
で
あ
る
。
そ
の
中
の
「
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

…
…
」
の
行
為
主
体
は
文
書
発
信
者
自
身
で
あ
る
か
ら
、
出
頭
期
田
に
出
頭

で
き
な
か
っ
た
の
は
文
書
発
儒
者
で
あ
る
所
の
滑
心
遣
官
で
あ
る
。
続
く

「
里
言
解
」
の
「
謁
」
は
「
請
」
に
通
じ
、
相
手
に
対
す
る
依
頼
や
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
④

願
望
を
示
す
語
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
母
井
候
官
自
身
が
何
ら
か
の
出
頭

期
日
に
出
頭
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
謁
ふ
ら
く
は
解
を
言
は
ん
」

　
　
　
　
　
⑤

と
醤
つ
た
も
の
で
、
都
尉
府
に
送
付
し
た
文
書
の
内
容
が
そ
の
「
解
」
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
も
う
～
例
。

5
　
至
今
不
移
、
令
官
失
會
、
数
言
解
、
甚
句
状
。
橡
到
、
宜
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
■
℃
■
日
①
…
㎝
刈

　
　
〔
今
に
至
る
ま
で
送
付
せ
ず
、
候
官
を
期
日
に
遅
れ
さ
せ
た
上
、
度
々

　
　
弁
解
を
言
う
は
、
甚
だ
母
状
。
こ
の
轍
が
到
着
し
た
ら
、
宜
し
く
…
…

　
　
を
遣
わ
し
て
〕

「
母
状
」
は
職
務
の
不
履
行
や
不
行
き
届
き
を
本
人
が
陳
謝
し
た
り
上
級
機

関
な
ど
が
謎
干
す
る
語
で
、
そ
れ
以
前
の
部
分
が
そ
の
職
務
不
履
行
や
不
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

き
届
き
の
内
容
に
当
た
る
。
簡
5
は
「
微
到
」
と
あ
る
よ
う
に
下
達
文
書
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
「
即
今
」
は
上
級
機
関
に
よ
る
謎
責
で
、
「
母
状
」
の
前

の
「
至
今
不
移
、
令
官
失
會
、
数
言
解
」
が
謹
責
内
容
に
当
た
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
簡
は
、
こ
の
文
書
の
受
領
者
が
何
か
を
送
付
し
な
か
っ
た
た
め
に
候
富

が
期
日
に
遅
れ
る
結
果
と
な
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
文
書
受
領
者
が
何
度
も

「
解
」
を
言
っ
た
こ
と
を
上
級
機
関
が
謎
適
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
い
つ
れ
も
職
務
の
不
履
行
や
不
行
き
届
き
が
「
解
」

を
言
う
前
提
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
先
の
「
解
何
」
も
や
は
り

職
務
の
不
履
行
や
不
行
き
届
き
を
謎
賛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
、
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「前言解」小考（鷹取）

「
解
」
と
は
職
責
を
果
た
さ
ず
謎
責
さ
れ
て
い
る
当
事
者
の
弁
解
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
「
解
」
が
謎
責
さ
れ
る
べ
き
職
務
の
不
履
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

や
不
行
き
届
き
と
全
く
無
関
係
に
現
れ
る
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、

「
解
」
は
上
級
機
関
か
ら
の
指
示
・
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
返
答
・
回
答
・

説
明
の
類
一
般
を
指
す
の
で
は
な
く
、
謎
責
さ
れ
て
い
る
当
事
者
の
弁
解
を

限
定
的
に
指
す
語
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
続
い
て
「
前
」
の
用
例
を
検
討
し
よ
う
。

6
　
故
甲
渠
候
長
呼
博
叩
頭
死
罪
。
博
言
為
甲
画
餅
庭
候
長
。
今
年
正
月
申

　
　
1
1
坐
二
言
澱
獄
、
七
月
廿
Z
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼻
・
㊤
（
諺
Q
Q
）

　
　
〔
故
の
甲
渠
候
官
所
属
の
候
長
淵
博
が
恐
れ
な
が
ら
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
私
博
は
以
前
に
甲
渠
鋭
庭
候
長
で
し
た
。
今
年
の
正
月
中
に
、
戌
卒
を

　
　
答
打
ち
し
た
罪
で
獄
に
繋
が
れ
、
七
月
二
十
…
…
〕

7
　
根
前
池
白
候
髪
書
言
「
読
後
不
欲
言
」
。
今
乃
醤
「
候
撃
敷
数
十
下
多

　
　
1
1
所
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
勺
．
日
認
”
霜
○
。

　
　
〔
根
が
前
に
鄭
候
に
申
し
上
げ
た
翼
翼
に
は
「
敵
は
後
に
言
お
う
と
は

　
　
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
今
は
す
な
わ
ち
「
郭
候
は
敵
を
数
十
回
打
ち

　
　
…
…
」
と
醤
い
〕

簡
6
で
は
「
前
為
甲
渠
餅
庭
候
長
」
を
踏
ま
え
て
留
頭
で
は
「
故
宮
渠
候

長
」
と
表
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
前
」
は
「
故
」
と
同
じ
く
過
玄
の
あ

る
時
を
表
す
「
以
前
に
」
の
意
味
と
な
ろ
う
。
簡
7
で
は
「
前
」
が
現
在
を

意
味
す
る
「
今
」
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
対
比
か
ら
も
「
前
」
が
過
去

の
あ
る
時
を
指
す
「
以
前
に
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
漢
簡
の
用
例
で
は
、
「
解
」
は
職
務
不
履
行
な
ど
を
誕
責
さ

れ
た
当
事
者
の
弁
解
を
指
し
、
「
前
」
は
過
去
の
あ
る
時
を
指
す
「
以
前
に
」

の
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
前
書
解
」
の
語
は
「
以
前
に
弁
解
を
言
っ
た
」

即
ち
「
先
に
弁
解
は
報
告
済
み
」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に

「
前
言
解
」
が
命
令
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
「
前
」

の
語
が
過
去
の
あ
る
時
を
指
す
「
以
前
に
」
の
意
味
で
あ
る
以
上
、
「
前
書

解
」
を
将
来
行
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
言
葉
と
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
た
だ
、
下
達
命
令
に
付
け
加
え
る
形
で
「
弁
解
に
つ
い
て
は
既
に
報

告
を
受
け
て
い
る
」
と
命
令
者
が
命
令
対
象
老
に
対
し
て
；
繭
申
し
添
え
た

晋
葉
と
解
釈
す
る
こ
と
も
、
語
義
だ
け
か
ら
す
れ
ば
不
可
能
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
通
常
そ
の
意
味
で
は
「
軍
書
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ

　
　
⑧

て
い
る
し
、
ま
た
、
命
令
者
の
言
葉
と
し
た
場
合
、
候
粟
君
冊
書
で
は
「
前

醤
解
」
の
語
が
第
一
唐
津
恩
尋
問
命
令
の
一
部
と
な
る
結
果
、
第
一
回
尋
問

が
実
施
さ
れ
る
よ
り
前
に
既
に
弁
鰐
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
「
前
言
解
」
は
や
は
り
弁
解
は
報
告
済
み

と
い
う
報
告
者
の
言
葉
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
①
陳
直
「
居
延
漢
簡
綜
論
」
（
同
氏
著
騨
居
延
漢
簡
研
究
二
天
津
書
籍
出
版
社

　
　
一
九
八
六
）
一
三
四
頁
。
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②
「
（
候
官
名
）
言
扁
で
始
ま
る
同
じ
書
式
に
次
の
簡
が
あ
る
。

　
　
　
甲
渠
醤
。
滑
井
關
守
丞
匡
微
雷
、
都
田
齎
山
景
宮
口

　
　
　
等
入
關
、
轍
留
遅
。
謹
推
辞
知
牒
。
　
　
　
　
　
　
　
　
瞬
．
℃
．
鳴
卜
。
N
一
冨
窃

　
こ
れ
は
、
都
尉
府
か
ら
の
傲
伝
達
状
況
の
調
査
命
令
（
後
掲
簡
1
1
）
に
対
す
る
甲

　
渠
候
官
の
報
告
文
書
控
え
（
後
掲
簡
1
2
と
国
．
℃
．
同
卜
。
卜
。
一
一
ω
G
。
～
辰
O
で
構
成
さ
れ

　
る
冊
書
）
に
附
け
ら
れ
た
内
容
見
出
し
で
あ
る
。

③
前
注
所
掲
の
内
容
見
出
し
に
は
「
謹
推
群
如
牒
」
と
あ
る
が
、
こ
の
内
容
見
出

　
し
が
附
け
ら
れ
て
い
た
文
書
控
え
そ
の
も
の
（
後
掲
簡
1
2
）
に
お
い
て
「
推
辟
」

　
し
て
い
る
の
は
文
書
発
儒
者
で
あ
る
所
の
甲
渠
候
官
で
あ
る
。

④
拙
稿
「
厨
延
漢
簡
劾
状
関
係
冊
書
の
復
原
」
（
㎎
史
林
』
七
九
…
五
一
九
九

　
六
）
九
一
頁
。

⑤
次
の
簡
も
あ
る
職
務
上
の
失
態
等
に
対
し
弁
解
し
た
い
と
い
う
文
脈
で
「
謁
言

　
解
」
と
雷
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
門
罪
當
死
」
か
ら
推
定
さ
れ
る
。

　
　
　
罪
當
死
。
叩
頭
死
罪
。
謁
言
解
。
敢
　
　
　
　
一
〇
麟
・
謡
＋
翼
G
。
・
一
〇
（
》
c
。
）

⑥
陳
謝
の
語
と
し
て
の
「
撮
状
」
に
つ
い
て
は
、
籾
山
前
掲
「
駒
病
死
冊
書
」
二

　
～
二
頁
参
照
。
上
級
機
関
の
丁
霊
の
語
と
し
て
の
「
舞
状
」
は
次
の
簡
に
見
え
、

　
傍
点
部
が
職
務
不
履
行
の
内
容
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
十
一
月
郵
轡
留
遅
不
中
程
、
各
如
牒
。
嬰
等
知
郵
書
徽
留
遅
、
爲
府
職
不
身

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
手
製
校
、
而
委
　
　
　
　
　
　
　
　
9
・
鵠
＋
冨
ご
①
＋
下
膳
・
ω
（
＞
c
。
）

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
任
小
吏
、
忘
爲
中
程
。
甚
毎
状
。
方
議
罰
。
撤
到
、
各
相
與
三
校
、
定
吏
當

　
　
　
1
1
坐
者
言
。
須
行
法
。
　
　
　
　
α
㎝
・
お
＋
卜
∂
卜
◇
膳
・
窓
＋
b
⊃
b
。
料
・
一
ゆ
（
》
○
。
）

⑦
漢
簡
に
見
え
る
「
解
」
の
用
例
に
は
他
に
「
砥
芝
草
爲
解
」
が
あ
る
。
こ
れ
は

　
「
記
」
と
呼
ば
れ
る
下
達
文
書
の
文
言
で
、
「
他
の
事
を
以
て
弁
解
と
す
る
な
」

　
と
職
務
完
遂
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
門
解
」
も
職
務
の
不
履
行
や

　
不
行
き
届
き
に
つ
い
て
の
弁
解
と
し
て
理
解
で
き
る
。

⑧
次
例
で
は
、
括
弧
部
分
が
既
に
受
け
た
報
告
の
内
容
で
、
そ
の
報
告
を
受
け
た

　
こ
と
を
「
…
…
を
言
う
こ
と
書
有
り
」
と
表
現
し
て
い
る
。

元
濤
二
年
十
二
月
影
寅
朔
戊
申
、
張
抜
居
延
都
尉
搏
・
庫
守
丞
賢
兼
行
丞
事
、

謂
甲
渠
郭
候
。
醤
「
鍵
田
楊
褒
私
使
国
璽
積
～
日
、
費
黒
部
吏
故
貴
甜
五
、

不
日
　
一
日
以
上
、
隊
…
長
張
謙
油
状
、
請
芹
免
」
有
轡
。
案
、
褒
私
使
卒
欝

積
一
日
、
熱
長
張
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
日
㎝
¢
”
鰹
。
。
諺
＊

四
　
尋
間
結
果
報
告
文
書
に
お
け
る
「
前
言
状
」
の
意
味

　
こ
れ
ま
で
字
義
か
ら
「
避
雷
鰐
」
の
意
味
を
検
討
し
て
き
た
。
次
に
は
尋

問
結
果
報
告
文
書
に
お
け
る
「
前
言
解
」
の
意
味
を
検
討
し
よ
う
。
即
ち
、

尋
問
結
果
の
報
告
に
際
し
て
の
一
連
の
文
書
の
作
成
・
送
付
手
順
の
中
で
、

具
体
的
に
「
解
」
は
ど
の
文
書
を
指
し
「
前
言
解
」
は
ど
の
手
順
を
指
し
て

い
る
の
か
、
で
あ
る
。
そ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
先
に
「
前
言
状
」
の
語
を

取
り
上
げ
た
い
。
「
葡
言
状
」
は
「
前
言
解
漏
と
表
記
が
一
文
字
違
う
だ
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
、
用
例
上
も
「
前
雷
解
」
と
同
じ
く
命
令
文
言
と
そ
れ
に

対
す
る
報
告
部
分
と
の
問
に
置
か
れ
る
語
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
語
は
極
め

て
類
似
し
た
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
「
前
乳
状
」
の
分

析
を
す
る
こ
と
は
「
前
雷
解
」
を
理
解
す
る
上
で
の
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
前
言
状
漏
の
語
は
先
述
の
よ
う
に
「
黙
長
失
鼓
」
罫
書
に
見
え
る
。
そ
こ

で
、
「
除
…
長
失
鼓
」
柵
書
に
お
い
て
具
体
的
に
「
状
」
は
何
を
指
し
、
「
前
言

状
」
は
ど
の
手
順
を
指
す
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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「前言解」小考（鷹取）

　
8
　
「
状
」
の
山
口

　
初
め
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
「
状
」
の
字
義
で
あ
る
。
「
状
」
字
に

は
「
か
き
つ
け
（
書
状
）
」
の
意
味
も
あ
る
が
、
漢
簡
の
用
例
で
は
「
か
た

ち
（
形
状
）
・
あ
り
さ
ま
（
状
況
）
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

利
剣
の
見
分
け
方
に
「
身
中
生
知
黍
粟
状
（
剣
刀
の
身
中
に
黍
請
状
の
錆
が

　
①

あ
る
と
と
あ
る
「
黍
粟
状
」
は
「
黍
粟
の
よ
う
な
か
た
ち
の
」
の
謂
い
で

あ
る
し
、
禁
令
の
違
反
者
を
報
告
さ
せ
る
命
令
文
醤
「
四
時
言
犯
者
名
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
四
時
に
違
反
者
の
「
名
状
」
を
報
告
せ
よ
）
」
の
「
名
状
」
が
「
名
前
と

あ
り
さ
ま
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
だ
ろ
う
。
漢
簡
に
頻
見
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
母
状
」
は
「
行
う
所
醜
悪
に
し
て
屠
獣
な
き
」
を
言
う
語
で
あ
る
し
、

　
　
　
④

「
状
何
如
」
の
「
何
如
」
は
状
況
を
問
う
語
な
の
だ
か
ら
、
「
母
状
」
「
状
何

如
」
の
「
状
」
が
「
あ
り
さ
ま
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
⑤

他
、
「
対
状
」
「
問
状
」
も
「
状
況
を
答
え
る
」
「
状
況
を
間
う
」
の
意
味
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
状
」
を
「
か
き
つ
け
」
と
解
釈
し
た
の
で
は
意
味
を

為
さ
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
前
言
状
し
の
よ
う
に
「
言
状
」
と
な
る

場
合
も
、
「
状
」
が
「
あ
り
さ
ま
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
次
の
簡
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。

8
　
持
行
到
府
。
皆
後
宮
等
到
留
逞
。
記
到
、
各
推
辞
界
中
、
相
付
日
時
、

　
　
具
言
状
、
會
月
廿
六
日
。
謹
案
、
郷
忍
言
丁
宮
入
關
轍
、
不
過
界
中
。

　
　
男
子
郭
長
入
墨
激
、
十
一
月
十
八
日
乙
未
食
坐
五
分
、
里
中
黙
幕
張
鋤
、

　
　
受
掛
井
誠
勢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
℃
．
譜
曽
G
。
冒
＊

　
　
〔
持
っ
て
行
き
都
尉
府
に
到
着
し
た
。
全
て
宮
ら
の
到
着
よ
り
後
で
遅

　
　
れ
て
い
る
。
こ
の
記
が
到
着
し
た
ら
、
各
々
管
轄
区
内
を
調
査
し
、
受

　
　
け
渡
し
日
時
に
つ
い
て
、
詳
し
く
『
状
』
を
言
え
。
今
月
二
十
六
日
に

　
　
出
頭
せ
よ
」
と
。
謹
ん
で
調
査
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
郷
筒
音
丁
宮
関
通

　
　
過
の
橡
は
管
轄
区
内
を
通
過
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
男
子
郭
長
関
通
過
の

　
　
轍
は
、
十
一
月
十
八
日
の
食
坐
五
分
に
、
木
中
隊
…
長
の
張
動
が
滑
井
誠

　
　
勢
…
…
よ
り
受
け
取
り
〕

　
簡
8
は
、
丁
宮
等
の
滑
井
関
通
過
を
通
知
す
る
関
守
丞
匡
の
傲
が
丁
寧
等

本
人
の
到
着
よ
り
も
遅
れ
て
都
尉
府
に
送
付
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
関
し
て
、

都
尉
府
か
ら
甲
渠
候
官
に
下
達
さ
れ
た
微
伝
達
状
況
の
調
査
命
令
を
承
け
て
、

甲
渠
候
官
が
不
侵
候
長
等
へ
下
し
た
調
査
命
令
（
「
會
月
島
六
日
」
以
前
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

報
告
に
再
録
さ
れ
た
命
令
）
に
対
す
る
報
告
（
「
謹
案
」
以
下
）
で
あ
る
。

「
謹
案
」
以
下
の
具
体
的
な
橡
の
伝
達
状
況
が
「
具
さ
に
言
え
」
と
命
ぜ
ら

れ
て
い
る
所
の
「
状
」
に
当
た
る
の
だ
か
ら
、
「
具
言
状
」
の
招
状
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
あ
り
さ
ま
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
門
状
」
の
意
味
を
確
定
し
た
上
で
「
前
言
状
」
の
検
討
に
入
ろ
う
。

口
　
「
前
書
状
」
の
童
味
す
る
も
の

先
述
の
よ
う
に
「
前
享
楽
」
は
「
隊
…
長
失
鼓
」

冊
書
の
萬
歳
候
長
憲
に
よ
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る
秦
恭
尋
問
結
果
の
報
告
文
書
に
見
え
る
。
中
間
と
末
尾
の
部
分
が
欠
落
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
い
る
が
、
原
文
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

9
建
武
四
年
三
月
壬
午
朔
己
亥
、
萬
歳
候
長
憲
斎
言
之
。
官
記
日
。
第
一

　
　
懸
長
潮
恭
時
之
倶
起
爆
、
取
々
心
持
之
望
遠
隊
…
。
李
丹
・
孫
謝
弁
知
状
。

　
　
薄
茶
重
言
。
前
言
状
。
幽
今
謹
華
墨
、
生
麺
所
験
1
（
中
間
欠
落
）

　
　
　
　
皆
知
状
。
恭
不
服
土
鼓
。
諸
書
　
　
　
国
℃
．
男
卜
。
画
一
ω
鱒
P
ω
ω
卜
。
＊

「
前
言
状
」
の
前
の
「
李
丹
・
孫
詞
謹
知
状
」
に
も
同
じ
「
状
」
字
が
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
「
李
丹
・
孫
翔
謹
知
状
」
と
類
似
の
「
謹
知
者
李
丹
・
孫

翔
全
知
状
」
と
い
う
表
現
が
簡
9
の
報
告
文
書
に
添
附
さ
れ
た
秦
恭
の
自
証

裳
書
（
国
9
℃
．
閃
卜
⊃
鳴
…
ω
N
O
Q
”
G
O
G
o
O
“
ら
。
ω
一
博
①
Φ
軽
讐
α
0
①
）
の
末
尾
に
見
え
る
が
、

工
つ
の
「
知
状
」
の
「
状
」
が
具
体
的
に
指
し
て
い
る
の
が
共
に
「
太
鼓
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

巡
る
状
況
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。
「
隊
…
長
早
鼓
」
柵
書
に
は
こ
の
よ

う
に
「
状
」
字
が
三
箇
所
現
れ
る
が
、
全
て
単
に
「
状
」
と
あ
る
の
み
で
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
「
状
」
が
指
す
内
容
も
同
じ

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
罫
書
で
問
題
と
な
る
「
状
」
は
太
鼓

を
巡
る
状
況
以
外
に
は
無
く
、
そ
れ
故
、
「
前
早
事
」
の
「
状
」
も
二
つ
の

「
知
状
」
の
「
状
」
も
共
に
「
太
鼓
を
巡
る
状
況
」
を
指
す
と
考
え
て
誤
り

無
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
前
言
状
」
は
「
先
に
太
鼓
を
巡
る
状
況
に
つ
い

て
は
報
告
済
み
」
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
は
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
続
く
「
今
謹
召
恭
」
の
「
今
」
で
あ
る
。
前
掲

簡
7
の
よ
う
に
「
前
」
が
「
今
」
と
対
比
さ
れ
て
現
れ
る
例
は
多
く
、
「
前

言
解
」
に
対
し
て
「
今
便
雷
解
」
（
国
．
℃
■
ω
駆
．
日
N
”
ω
鱒
じ
u
）
と
い
う
例
も

見
え
る
。
従
っ
て
、
門
前
醤
状
。
今
謹
召
恭
」
も
「
前
」
と
「
今
」
と
を
対

比
さ
せ
て
「
先
に
太
鼓
を
巡
る
状
況
に
つ
い
て
は
報
告
済
み
。
今
、
謹
ん
で

秦
恭
を
召
喚
し
て
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勝
差
に
お
い
て
考
察
し
た

よ
う
に
、
秦
恭
は
自
証
袋
書
の
作
成
さ
れ
た
十
六
日
の
尋
問
に
先
立
っ
て
既

に
一
度
尋
問
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
際
、
太
鼓
を
巡
る
状
況
を
愛
書
に
よ
っ

て
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
と
「
前
言
状
」
の
意
味
と

を
考
え
併
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
前
言
状
」
の
「
前
」
は
十
六
日
に
先
立
っ

て
行
わ
れ
た
第
一
園
丁
恭
尋
問
の
結
果
報
告
の
時
点
を
指
し
、
「
前
言
状
」

は
先
に
送
付
し
た
第
～
圓
尋
問
結
果
の
報
告
に
お
い
て
太
鼓
を
巡
る
状
況
は

既
に
報
告
済
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
は
指
し
て
い
る
と
考
え
る

以
外
に
解
釈
の
可
能
性
は
無
い
だ
ろ
う
。
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
黙
長

葱
鼓
」
落
書
自
体
は
、
十
六
日
の
第
二
回
尋
問
に
お
い
て
秦
恭
が
「
知
者
の

李
丹
・
孫
謝
は
状
況
を
知
っ
て
い
る
」
と
諸
書
に
よ
っ
て
証
明
し
た
こ
と
を

萬
歳
候
長
憲
が
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
秦
恭
は
第
～
回
尋
問
で
証
書
に

よ
っ
て
自
ら
証
明
し
た
所
の
太
鼓
を
巡
る
具
体
的
状
況
を
そ
の
第
二
回
尋
問

に
お
い
て
再
度
繰
り
返
し
て
供
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
尋
問

の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
報
告
者
の
萬
歳
候
長
憲
が
太
鼓
を
巡
る
状
況
に
つ
い

て
の
秦
恭
の
供
述
を
十
六
日
附
自
証
物
書
に
記
載
す
る
に
先
立
ち
、
そ
の
状
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況
に
つ
い
て
は
も
う
既
に
報
告
済
み
で
あ
る
と
＝
薔
申
し
添
え
る
と
い
う
意

図
で
「
前
言
状
」
と
記
し
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
尋
問

命
令
「
験
問
具
言
」
に
対
す
る
報
告
に
当
た
る
の
が
、
厳
密
に
言
え
ば
「
前

言
状
」
を
含
ま
な
い
「
今
謹
召
恭
」
以
下
の
部
分
で
あ
る
こ
と
は
、
「
前
言

状
」
が
尋
問
命
令
「
験
要
具
言
」
に
対
し
本
来
報
告
す
べ
き
内
容
な
の
で
は

な
く
、
尋
問
命
令
と
は
直
接
関
係
し
な
い
補
足
的
な
記
載
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
だ
ろ
う
。
「
前
言
状
」
が
報
告
者
の
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
個
別
具

体
的
な
表
現
で
は
な
く
極
め
て
抽
象
的
且
つ
簡
略
な
表
現
で
あ
る
こ
と
も
、

こ
の
語
が
補
足
的
記
載
で
あ
る
な
ら
ば
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上

の
考
察
結
果
に
基
づ
い
て
簡
9
を
解
釈
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

9
　
〔
建
武
四
（
後
二
八
）
年
三
月
十
八
日
、
萬
歳
候
長
の
憲
が
申
し
上
げ

　
　
ま
す
。
儒
官
の
記
に
は
「
第
一
隊
…
長
の
芝
繋
が
あ
る
時
、
倶
起
隊
…
に
行

　
　
き
太
鼓
一
つ
を
取
っ
て
三
遠
隊
…
に
運
ん
だ
。
李
丹
と
孫
詞
が
そ
の
状
況

　
　
を
知
っ
て
い
る
と
証
言
し
た
。
尋
問
し
て
詳
し
く
報
告
せ
よ
」
と
あ
り

　
　
ま
し
た
。
先
に
（
太
鼓
を
巡
る
）
状
況
は
報
告
済
み
で
す
。
幽
々
、
謹

　
　
ん
で
秦
恭
を
召
喚
し
治
所
に
出
頭
さ
せ
、
尋
問
…
…
皆
そ
の
状
況
を
知

　
　
っ
て
い
る
。
秦
恭
は
太
鼓
を
取
っ
た
こ
と
を
承
服
し
な
い
、
と
。
愛

　
　
書
〕

　
こ
の
よ
う
に
「
前
言
状
」
は
、
尋
問
結
果
の
報
告
な
ど
を
送
付
す
る
際
に
、

そ
れ
に
関
連
す
る
何
ら
か
の
状
況
の
記
録
な
ど
が
既
に
送
付
済
で
あ
る
旨
を

記
し
た
補
足
的
記
載
と
位
置
附
け
ら
れ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
「
前
言
状
」

と
表
現
上
も
用
例
上
も
類
似
す
る
「
前
響
町
」
も
や
は
り
同
様
の
補
足
的
記

載
で
あ
る
蓋
然
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
「
前
言
解
」
の
検
討
に
入
ろ
う
。

①
「
相
宝
剣
刀
」
冊
（
国
9
勺
．
↓
趣
O
…
卜
⊃
O
ω
～
鱒
O
刈
）
の
一
簡
。

　
　
　
其
逢
如
不
見
、
視
白
堅
、
来
至
逢
三
分
差
而
絶
、
此
天
下
二
藍
剣
也
。
又
視

　
　
　
1
1
之
、
身
中
生
葉
黍
穂
状
、
利
創
也
。
加
以
善
。
　
　
　
国
℃
．
↓
合
一
ト
。
O
ω

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
川
俊
隆
門
漢
簡
に
お
け
る
〔
有
方
」
「
鋼
」
下
の
生
字
に

　
つ
い
て
恥
（
平
成
九
年
度
・
平
成
一
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
欝

　
三
隅
中
国
辺
境
差
土
漢
簡
の
総
合
的
研
究
』
　
一
九
九
九
）
参
照
。

　
　
　
建
武
六
年
七
月
戊
戌
朔
乙
卯
、
甲
演
芸
守
候
　
敢
言
之
。
府
移
大
疑
軍
莫
府

②　
　
　
書
日
、
姦
鮎
乱
民
作
使
賓
客
、
私
野
作
銭
、
薄
小
不
如
法
度
。
及
盗
獲
家
、

　
　
　
公
費
衣
物
於
都
市
、
錐
知
、
莫
誕
苛
。
百
姓
患
苦
之
。
書
到
、
自
今
以
來
、

　
　
　
猫
連
込
宮
鋳
馬
銭
、
令
懸
法
度
、
禁
二
業
、
母
得
振
作
付
髭
挾
不
行
銭
、
韓

　
　
　
行
法
。
諸
曲
礼
詩
家
衣
物
蔭
都
市
、
輻
牧
没
入
縣
官
。
四
時
醤
犯
者
名
状
。

　
　
　
手
量
案
、
部
二
二
犯
者
。
重
言
之
。
　
　
　
　
鍔
℃
．
国
鱒
ド
G
。
Q
。
〉
～
ω
Φ
＊

③
『
漢
書
睡
巻
六
五
東
方
朔
伝
顔
師
古
注
「
状
、
形
貌
也
。
無
状
、
猶
雷
無
顔

　
面
二
見
人
毎
。
｝
闘
、
早
言
所
行
醜
悪
無
事
状
。
扁

　
　
　
図
手
空
亭
云
人
力
少
、
状
何
如
、
詰
問
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
閃
N
い
。
日
鋒
り
》

④　
　
　
郵
書
三
期
。
前
撤
召
候
長
敏
、
詣
官
封
状
　
　
　
　
　
　
お
G
。
・
鐙
（
〉
。
。
）

⑤　
　
　
宗
喫
山
家
属
。
屡
延
請
封
撤
告
宗
、
至
当
図

　
　
　
居
、
令
得
慰
留
、
不
二
。
二
三
埋
草
状
　
陥
　
　
　
　
卜
。
鱒
O
・
一
ω
》
（
｝
Q
。
）

　
　
後
掲
簡
1
1
が
都
尉
府
が
甲
渠
候
官
に
下
し
た
調
査
命
令
の
実
物
、
簡
1
3
が
甲
渠

⑥　
候
官
が
不
侵
候
長
等
へ
下
し
た
調
査
命
令
の
控
え
で
あ
る
。

⑦
「
言
状
」
に
類
似
す
る
次
掲
の
「
雷
轟
轟
状
」
訓
言
留
状
」
も
、
門
止
扁
を
「
か

　
き
つ
け
扁
と
し
た
の
で
は
意
味
を
為
さ
な
い
。
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Z
到
、
趣
作
治
、
凝
滞
不
巴
状
。
會
画
図
　
　
　
　
国
・
勺
・
冒
ゴ
ミ
。
。

　
　
図
遣
、
醤
留
状
。
算
出
二
月
五
日
図
　
　
　
　
　
　
　
卜
⊃
腿
O
・
卜
σ
O
（
》
鎗
）

⑧
「
隊
…
長
失
鼓
」
冊
書
に
つ
い
て
は
、
励
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨
秦
恭
自
証
裳
害
の
「
状
」
は
秦
恭
が
王
張
す
る
所
の
状
況
で
あ
っ
て
、
太
鼓
を

　
誰
が
ど
こ
に
運
ん
だ
か
と
い
う
具
体
的
な
点
に
つ
い
て
は
、
李
丹
・
孫
謝
の
延
酉

　
す
る
所
の
状
況
と
は
異
な
る
こ
と
、
装
う
迄
も
な
い
。

五
　
尋
問
結
果
報
告
文
書
に
お
け
る
「
前
言
解
」
の
意
味

　
候
粟
君
頭
書
を
除
い
て
、
「
前
言
解
」
の
語
を
含
む
唯
｝
の
ま
と
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

文
書
が
「
駒
罷
勢
病
死
」
柵
書
で
あ
る
。
こ
の
慰
書
は
、
焦
永
に
死
ん
だ
子

馬
を
賠
償
す
る
よ
う
求
め
た
守
塞
尉
放
の
訴
え
を
承
け
て
府
が
下
し
た
尋
問

命
令
に
対
し
、
無
季
藩
候
獲
が
守
塞
尉
放
課
を
尋
問
し
た
結
果
を
報
告
し
た

　
②

も
の
で
、
再
録
さ
れ
た
府
の
命
令
と
結
果
報
告
と
の
間
に
「
前
言
解
」
の
語

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
洋
書
を
巡
る
一
連
の
手
順
の
中
で
、

「
解
」
と
は
旦
ハ
体
的
に
ど
の
文
書
を
指
し
、
「
前
言
解
」
と
は
具
体
的
に
ど

の
手
順
を
指
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

10

@
建
武
三
年
十
二
月
癸
丑
朔
丁
巳
、
甲
渠
郵
候
獲
叩
頭
死
罪
敢
雷
之
。
府

　
　
記
日
「
守
手
尉
放
謬
言
『
一
（
子
馬
が
死
ぬ
ま
で
の
経
緯
）
i
候

　
　
長
孟
憲
・
隊
応
長
秦
漏
壷
知
状
。
臨
着
到
、
験
問
明
庭
言
、
會
月
廿
五

　
　
日
。
」
前
言
解
。
謹
験
問
放
・
憲
・
恭
、
僻
皆
日
「
一
（
放
等
の
供

　
　
述
）
　
　
」
案
、
永
以
縣
官
講
行
警
橡
、
引
負
時
騎
放
馬
行
緻
。
同
素

罷
労
病
死
。
放
又
不
以
死
書
付
永
。
永
当
當
白
駒
。
綴
字
縣
官
馬
檀
自

求
借
、
坐
藏
爲
盗
。
請
行
法
。
獲
教
敷
要
領
放
論
状
、
當
拝
坐
。
叩
頭

死
罪
死
罪
敢
誉
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
国
，
二
男
b
。
b
。
に
。
。
“
～
卜
。
O
一
＊

　
〔
建
武
三
（
後
工
七
）
年
十
二
月
五
日
、
甲
虚
血
候
の
獲
が
恐
れ
な
が

ら
申
し
上
げ
ま
す
。
府
の
記
に
は
「
塞
尉
心
得
の
放
の
記
に
は
『
一

　
（
子
馬
が
死
ぬ
ま
で
の
経
緯
）
i
弓
長
の
孟
憲
と
弓
長
の
秦
恭
と
が

皆
状
況
を
知
っ
て
お
り
ま
す
』
と
あ
っ
た
。
こ
の
記
が
到
着
し
た
な
ら

ば
、
尋
問
し
明
処
し
て
報
告
せ
よ
。
今
月
二
十
五
日
に
出
頭
せ
よ
」
と

あ
り
ま
し
た
。
前
言
解
。
謹
ん
で
尉
の
放
と
高
速
と
秦
恭
と
を
尋
問
し

た
と
こ
ろ
、
皆
供
述
し
て
書
う
に
は
「
－
（
放
等
の
供
述
）
一
…
」

と
。
思
う
に
、
盤
型
氷
は
公
務
に
よ
っ
て
警
戒
の
轍
を
巡
回
伝
達
し
た
の

　
で
あ
り
、
遅
れ
な
い
よ
う
尉
の
放
が
借
り
た
馬
に
乗
っ
て
橡
を
巡
回
さ

せ
た
の
で
す
。
子
馬
は
も
と
よ
り
疲
労
し
て
い
た
た
め
病
死
し
た
も
の

　
で
す
。
尉
の
放
は
さ
ら
に
子
馬
の
屍
骸
を
焦
永
に
引
き
渡
し
て
お
り
ま

　
せ
ん
。
よ
っ
て
、
焦
永
に
は
子
馬
を
賠
償
す
る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
尉
の
放
は
公
用
の
馬
を
規
定
に
違
反
し
て
勝
手
に
借
用
し
て
お
り
、
不

　
正
取
得
で
盗
罪
に
当
た
り
ま
す
。
ど
う
か
処
罰
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
私

　
獲
も
尉
の
放
に
対
す
る
監
督
不
行
届
で
あ
り
、
併
せ
て
処
罰
さ
れ
る
に

　
当
た
り
ま
す
。
恐
れ
な
が
ら
申
し
上
げ
ま
す
。
〕

こ
の
冊
書
に
お
い
て
、
「
前
言
解
」
の
「
解
」
は
具
体
的
に
は
誰
の
弁
解

148 （874）



「前醤解」小考（鷹取）

を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
尋
問
実
施

の
契
機
と
な
っ
た
事
柄
と
尋
問
さ
れ
た
人
物
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
表
書

と
同
様
に
、
財
物
の
返
済
を
求
め
る
訴
え
が
そ
の
尋
問
実
施
の
契
機
と
な
っ

て
い
る
尋
問
結
果
報
告
文
書
に
、
候
粟
君
廻
書
の
都
郷
轡
央
宮
の
報
告
文
書

（
簡
1
）
と
「
隊
…
長
駆
鼓
」
冊
書
の
萬
歳
候
長
憲
の
報
告
文
書
（
簡
9
）
と

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
事
例
に
つ
い
て
、
尋
問
の
契
機
と
な
っ
た
事
柄
と
尋

問
さ
れ
た
人
物
と
を
書
き
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
駒
罷
労
病
死
」
異
書

　
　
尋
問
契
機
1
1
守
宮
尉
放
が
死
ん
だ
子
馬
の
賠
償
を
求
め
て
焦
永
を
訴
え
、

　
　
　
　
　
　
　
証
入
と
し
て
孟
憲
・
秦
恭
を
挙
げ
る
。

　
　
被
尋
問
者
1
1
焦
永
を
訴
え
た
守
塞
尉
放
、
放
の
証
入
の
孟
浪
・
秦
恭
。

候
粟
君
冊
書

　
　
尋
問
契
機
腱
粟
君
が
金
銭
の
支
払
い
を
求
め
て
翌
翌
を
訴
え
る
。

　
　
被
尋
問
者
匪
粟
鴛
に
訴
え
ら
れ
た
冠
恩
。

「
隊
…
長
失
鼓
」
冊
書

　
　
尋
問
契
機
睦
李
丹
・
孫
謝
が
太
鼓
は
秦
恭
が
持
っ
て
行
っ
た
と
証
言
。

　
　
被
尋
問
福
運
李
丹
・
孫
謝
の
証
言
で
名
指
し
さ
れ
た
秦
恭
。

候
爵
臨
港
書
と
「
隊
…
愚
論
鼓
心
眼
書
で
は
、
尋
問
の
契
機
と
な
っ
た
訴
え
や

証
言
に
お
い
て
訴
え
ら
れ
た
り
名
指
し
さ
れ
た
人
物
が
尋
問
を
受
け
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
「
駒
罷
勢
病
死
」
尊
書
で
は
、
守
塞
尉
放
が
焦
永
を
訴
え
た
こ

と
が
尋
問
実
施
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
に
尋
問
さ
れ

て
い
る
の
は
焦
永
を
訴
え
た
当
の
守
塞
長
囲
と
、
理
事
尉
放
が
自
己
の
主
張

を
証
明
す
る
証
人
と
し
て
名
を
挙
げ
た
孟
憲
・
秦
恭
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
あ
る
人
物
が
訴
え
を
起
こ
し
た
場
合
、
訴
え
ら
れ
た
人
物
が
尋
問
を

受
け
る
こ
と
無
く
、
逆
に
訴
え
た
本
入
が
尋
問
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
傭
ら

か
の
特
殊
な
事
情
を
想
定
し
な
い
限
り
極
め
て
不
可
解
な
対
処
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
導
管
尉
下
等
を
尋
問
し
た
甲
渠
五
趣
獲
は
「
案
」
の

中
で
、
訴
え
ら
れ
た
焦
永
に
賠
償
責
任
は
無
く
逆
に
訴
え
た
守
塞
尉
放
が
盗

罪
に
当
た
る
と
い
う
凋
断
を
示
し
て
い
る
が
、
訴
え
ら
れ
た
人
物
を
尋
問
す

る
こ
と
な
く
、
訴
え
た
本
人
の
尋
問
だ
け
で
判
決
の
如
き
判
断
を
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
極
め
て
考
え
難
い
。
中
国
に
お
け
る
裁
判
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

両
当
事
者
を
平
等
な
立
場
に
立
た
せ
る
と
い
う
一
種
の
形
式
・
王
義
を
持
つ
こ

と
か
ら
す
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
が
、
阻
塞
翌
翌
等
の
尋
問
結
果
報
告
に
先
立
っ
て
記

さ
れ
る
「
前
言
解
」
の
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
「
先
に
弁
解
は
報
告
済
み
」

と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
が
、
「
駒
罷
勢
病
死
」
二
世
の
中
で
弁
解
す
べ
き
人

物
は
子
馬
を
弁
償
す
べ
く
訴
え
ら
れ
た
焦
永
を
措
い
て
他
に
は
存
在
し
な
い

以
上
、
こ
の
「
前
言
解
」
は
「
訴
え
ら
れ
た
焦
永
本
入
の
弁
解
は
既
に
報
告

済
み
」
を
意
味
す
る
と
考
え
る
他
無
い
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た
場
合
、
「
前

言
解
」
は
、
甲
渠
潮
候
獲
が
今
回
の
守
塞
尉
放
等
の
尋
問
結
果
を
報
告
す
る
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に
当
た
り
、
こ
の
報
告
に
先
立
っ
て
焦
永
の
弁
解
は
既
に
報
告
済
み
で
あ
る

旨
を
記
し
た
補
足
的
記
載
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
焦
永
は

今
回
の
守
射
乳
放
等
の
尋
問
以
前
に
既
に
尋
問
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
述
の
不
可
解
な
点
は
金
て
氷
解
す
る

の
で
あ
る
。
守
一
尉
放
が
焦
永
を
訴
え
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
訴
え
ら
れ
た
焦

永
で
は
な
く
訴
え
た
当
の
守
塞
尉
放
が
尋
問
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
言
え

ば
、
守
塞
尉
放
の
尋
問
以
前
に
既
に
焦
永
は
尋
問
さ
れ
て
い
て
、
通
常
の
手

続
き
通
り
訴
え
ら
れ
た
人
物
を
最
初
に
尋
問
し
て
い
る
し
、
尋
問
者
甲
渠
郭

候
獲
の
判
断
は
両
当
事
者
を
尋
問
し
た
上
で
の
判
断
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
実
は
こ
の
「
節
附
螢
病
死
」
蔵
書
に
は
も
う
～
つ
疑
問
が
存
在
す
る
。
野

球
落
馬
等
の
尋
問
結
果
の
報
告
で
あ
る
簡
1
0
に
、
焦
永
に
対
し
子
馬
の
賠
償

を
求
め
た
守
塞
置
放
の
訴
え
が
ど
う
し
て
再
録
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑

問
で
あ
る
。
再
録
さ
れ
た
府
の
尋
問
命
令
に
は
焦
永
に
賠
償
を
求
め
た
守
塞

尉
放
の
訴
え
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
尋
問
さ
れ
る
べ
き
は
訴
え
ら

れ
た
焦
永
で
あ
る
こ
と
、
他
の
二
冊
書
の
事
例
か
ら
し
て
疑
い
無
い
。
つ
ま

り
、
こ
の
府
の
尋
問
命
令
が
本
来
命
じ
て
い
た
の
は
墨
髭
の
尋
問
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
鍵
は
、
尋
問
結
果
の
報
告

と
そ
れ
に
再
録
さ
れ
た
尋
問
命
令
と
の
関
係
に
あ
る
。
章
を
改
め
よ
う
。

①
　
現
在
確
認
し
得
る
限
り
で
、
門
前
言
解
」
の
語
は
こ
れ
ら
二
冊
害
と
次
掲
の
断

　
簡
（
「
前
言
解
」
は
小
文
字
の
追
記
）
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
前
雷
解

　
　
図
言
状
置
月
二
十
日
Z
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課
。
一
①
（
＞
c
◎
）

②
　
詳
し
い
経
緯
は
、
籾
山
前
掲
「
駒
病
死
冊
書
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
叡
山
前
掲
「
駒
病
死
冊
書
」
は
「
非
は
放
の
側
に
あ
り
と
の
心
証
を
験
問
担
嶺

　
者
の
甲
渠
藩
候
・
獲
が
予
め
抱
い
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
（
二
一
五

　
頁
）
が
、
こ
の
よ
う
な
尋
問
者
の
個
人
的
心
証
だ
け
で
訴
え
ら
れ
た
人
物
を
尋
問

　
し
な
い
こ
と
が
制
度
上
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
裁
判
の
恣
意
的
運
用
の

　
制
度
的
容
認
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

④
滋
賀
前
掲
論
文
六
四
頁
。

六
　
報
告
文
警
に
お
け
る
命
令
再
録

　
報
告
文
書
へ
の
命
令
再
録
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
も
あ
り
自
明
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
候
二
君
冊
書
の
都
郷
広
田
大
宮
の
毯
恩

尋
問
結
果
報
告
文
書
（
簡
1
）
に
は
、
二
度
の
絹
雲
尋
問
命
令
が
滅
度
共
に

再
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
冊
書
全
体
の
理
解
に
決
定

的
に
影
響
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ま
で
全
く
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
決
し
て
な
お
ざ
り
に
で
き
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郡
代
の
公
文
書
に
お
い
て
は
、
皇
帝
の

下
問
に
対
し
て
答
え
る
形
の
上
奏
の
場
合
、
そ
の
上
奏
を
行
う
理
由
や
経
過

を
説
明
す
る
た
め
、
必
ず
受
領
し
た
制
詔
な
ど
は
原
則
と
し
て
全
文
再
録
さ

れ
た
。
こ
こ
で
明
確
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
上
奏
に
再
録
さ
れ
る
制
詔
は

そ
れ
を
直
接
命
じ
た
所
の
制
詔
に
限
ら
れ
、
そ
の
上
奏
に
至
る
ま
で
の
一
連

の
制
詔
全
て
が
再
録
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
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「前言解」小考（鷹取）

を
ま
ず
『
史
記
』
巻
六
〇
　
三
王
世
家
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
三
王
世
家
は
武
帝
の
三
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
を
巡
る
武
帝
と
丞
相
等
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

議
論
の
記
録
で
あ
る
が
、
や
り
取
り
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
大
司
馬
甲
虫
病
が
三
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
を
請
願
（
A
）
。

　
②
武
運
が
御
史
に
下
す
よ
う
命
令
（
C
）
。

　
③
丞
相
等
が
蕪
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
と
そ
の
国
名
制
定
を
請
願
（
E
）
。

　
④
武
帝
が
三
皇
子
を
諸
侯
王
で
は
な
く
列
侯
に
す
る
よ
う
批
答
（
F
）
。

　
⑤
丞
相
等
が
再
び
諸
侯
王
へ
の
封
建
を
請
願
（
H
）
。

　
⑥
武
帝
が
再
び
列
侯
で
よ
い
と
詩
話
（
J
）
。

　
⑦
丞
相
等
が
三
た
び
諸
侯
王
へ
の
封
建
を
講
願
（
L
）
。

　
⑧
武
帝
が
丞
相
等
の
上
表
を
留
保
（
N
）
。

　
⑨
丞
相
等
が
改
め
て
諸
侯
王
封
建
を
請
願
（
Q
）
。

こ
の
請
願
を
武
帝
が
制
古
し
三
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
は
決
定
し
た
。
こ
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
、
上
奏
③
の
冒
頭
に
は
制
詔
②
が
窪
去
病
の
上
奏
①
と
と
も
に
、
上
奏
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
冒
頭
に
は
制
詔
⑥
が
そ
れ
ぞ
れ
原
文
の
ま
ま
再
録
さ
れ
て
い
る
。
上
奏
⑦

に
つ
い
て
い
え
ば
、
最
初
の
上
奏
①
か
ら
鋼
詔
⑥
ま
で
の
一
連
の
や
り
取
り

を
承
け
て
為
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
直
前
の
髄
様
⑥
が
原
文
の
ま
ま
再
録

さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
奏
に
原
文
の
ま
ま
再
録
さ
れ
る
制

詔
は
そ
れ
を
直
接
命
じ
た
制
詔
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
れ
に

対
し
、
唇
面
が
上
奏
⑦
を
保
留
し
た
ま
ま
制
詔
を
下
さ
な
い
た
め
に
丞
相
等

が
改
め
て
自
発
的
に
奉
っ
た
上
奏
⑨
に
は
、
上
奏
⑨
以
前
に
下
さ
れ
た
制
詔

を
原
文
の
ま
ま
再
録
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
、
三
皇
子
封
建
を

巡
る
武
帝
と
丞
相
等
と
の
一
連
の
や
り
取
り
の
概
要
が
発
端
で
あ
る
霜
去
病

の
上
奏
①
に
ま
で
遡
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皇
帝
の
下
問
に
答

え
る
形
の
上
奏
に
は
そ
の
冒
頭
に
そ
れ
を
直
接
命
じ
た
制
詔
が
原
文
の
ま
ま

再
録
さ
れ
る
の
に
対
し
、
そ
の
上
奏
を
命
ず
る
制
詔
が
存
在
し
な
い
家
臣
側

か
ら
の
自
発
的
な
上
奏
に
は
、
上
奏
に
至
る
ま
で
の
一
連
の
や
り
取
り
の
概

要
が
事
の
発
端
に
ま
で
遡
っ
て
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
、
制
詔
が
原
文
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

再
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
奏
番
頭
に
制
詔
が

原
文
の
ま
ま
再
録
さ
れ
る
の
は
そ
の
上
奏
が
ど
の
制
詔
に
対
す
る
も
の
な
の

か
を
明
示
す
る
た
め
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　
居
延
・
敦
燵
の
長
城
警
備
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
文
書
に
お
い
て
も
、
制

詔
に
対
し
て
答
え
る
形
の
上
奏
と
同
様
、
報
告
の
文
書
に
は
そ
れ
を
命
じ
た

命
令
が
必
ず
再
録
さ
れ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
簡
8
で
報
告
さ
れ
て
い
る

所
の
轍
伝
達
状
況
の
調
査
を
命
じ
た
都
尉
府
の
調
査
命
令
で
あ
る
。

11

府
岩
畳
延
享
渠
郭
候
。
滑
井
關
守
丞
匡
十
一
月
壬
辰
撤
醤
「
只
言
都
田

薔
夫
識
量
・
壷
飾
男
子
王
散
等
入
關
。
」
撤
甲
午
日
入
到
府
。
匡
乙
未

復
撤
醤
「
男
子
薩
長
入
關
。
」
傲
了
酉
食
時
到
府
。
皆
後
宮
等
打
留
遅
。

記
到
、
各
推
辞
冬
鳥
、
定
言
主
脚
坐
者
名
。
孟
月
晦
。
有
教
。

　
建
武
四
年
十
…
月
戊
戌
起
府
　
　
　
　
じ
噂
・
勺
．
閏
b
。
卜
。
誌
窪
〉
～
○
＊
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簡
1
2
は
こ
の
調
査
命
令
に
対
す
る
甲
渠
候
官
の
報
告
文
書
の
控
え
で
あ
る
。

12

@
建
武
四
年
十
㎝
月
戊
寅
朔
雁
歯
、
銭
轡
郵
守
門
博
叩
頭
死
罪
再
呈
之
。

　
　
右
記
日
「
辮
井
面
重
重
前
轍
言
開
居
延
都
田
箇
央
鷺
宮
・
蘇
福
男
子
王

　
　
獣
・
郭
長
野
鼠
關
。
』
傲
留
遅
後
宮
等
到
。
記
到
、
各
推
道
話
中
、
定

　
　
吏
主
面
坐
者
名
。
會
月
晦
。
」
幽
謹
推
堂
舎
中
、
験
話
語
畏
上
官
武
・

　
　
縢
長
面
談
等
、
僻
「
節
付
受
…
…
（
一
部
欠
損
）
…
…
及
不
過
書
中
、

　
　
如
牒
。
謹
已
劾
。
△
領
職
教
救
吏
、
母
状
。
叩
頭
死
罪
死
罪
敢
醤
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
・
℃
’
豊
野
N
”
一
関
①
諺
～
H
ω
N
＊

報
告
文
書
で
あ
る
簡
1
2
の
冒
頭
に
都
尉
府
の
調
査
命
令
が
「
府
記
日
」
と
し

て
再
録
さ
れ
て
い
る
。
都
尉
府
が
調
査
を
命
ず
る
迄
の
経
緯
に
当
た
る
関
守

丞
匡
の
轍
の
内
容
は
節
略
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
記
到
」
以
下
の
講
査
命

令
自
体
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
次
の
簡
1
3
は
、
都
尉
府
の
命
令
を
承
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

読
癖
候
宮
が
不
侵
候
長
等
に
下
し
た
調
査
命
令
の
控
え
記
録
で
あ
る
。

13

@
十
一
月
辛
丑
、
暗
渠
守
候
　
告
尉
、
謂
不
侵
候
長
憲
等
。
在
宿
。
橡
到
、

　
　
各
推
辟
照
一
中
、
盛
付
瓜
又
日
時
旦
ハ
状
。
歳
月
廿
ム
ハ
R
〔
。
加
川
府
記
律
令
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
閏
b
⊃
b
o
日
一
研
一
U
＊

こ
れ
に
対
す
る
調
査
結
果
報
告
文
書
が
前
掲
の
簡
8
で
あ
る
。
簡
8
に
は

「
各
階
輪
蔵
中
、
番
付
日
時
、
具
言
状
、
會
月
番
六
日
」
と
あ
る
通
り
、
甲

語
聾
官
の
調
査
命
令
は
原
文
の
ま
ま
再
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、

長
城
警
備
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
報
告
文
書
も
そ
れ
を
命
じ
た
命
令
を
原
文

の
ま
ま
冒
頭
に
再
録
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
簡
8
の
「
野

望
」
以
前
の
「
到
府
。
皆
後
宮
等
到
留
逞
」
の
部
分
は
都
尉
府
の
下
し
た
文

書
の
内
容
で
、
甲
立
尉
官
の
調
査
命
令
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

直
接
の
命
令
（
こ
の
場
合
は
簡
1
3
）
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
先
行
し
て
下
さ

れ
た
一
連
の
命
令
（
簡
1
1
）
も
再
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
簡
8
の
「
記
到
」
以
前
の
部
分
は
、
都
尉
府
が
調
査
を
命

じ
た
経
緯
の
説
明
で
あ
っ
て
調
査
命
令
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

下
さ
れ
た
命
令
文
蕎
が
頻
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
他
の
命
令
と
明

確
に
区
別
す
る
た
め
の
補
足
と
し
て
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
命
令
の
再
録

が
ど
の
命
令
に
対
す
る
報
告
な
の
か
を
明
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
む
し
ろ
こ
の
記
載
は
示
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
再
度
「
黙
長
失
鼓
」
品
書
を
取
り
上
げ
て
、
再
録
さ
れ
る
命
令
が

そ
の
報
告
を
直
接
命
じ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
点
を
検
証
し
よ
う
。
別
稿
で
明

ら
か
に
し
た
所
の
「
隊
…
長
番
頭
」
冊
書
を
巡
る
経
緯
は
、

　
①
斉
通
耐
が
太
鼓
の
返
還
を
求
め
て
秦
恭
を
訴
え
た
。

　
②
訴
え
を
承
け
て
秦
恭
が
尋
問
さ
れ
、
秦
恭
は
李
丹
が
太
鼓
を
尉
の
治

　
　
所
に
持
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
裏
書
に
よ
っ
て
証
明
し
た
。

　
③
名
指
し
さ
れ
た
李
丹
と
孫
詞
が
尋
問
さ
れ
、
李
骨
・
孫
調
は
秦
恭
が

　
　
倶
起
黙
か
ら
太
鼓
を
呑
遠
隊
…
へ
運
ん
だ
こ
と
を
調
書
に
よ
っ
て
証
明
し

　
　
た
。

152 （878）



「前言解」小考（鷹取）

　
④
李
丹
・
孫
翔
の
証
言
を
承
け
て
再
び
秦
恭
が
尋
問
さ
れ
、
秦
恭
は
李

　
　
丹
と
孫
講
が
状
況
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
愛
書
に
よ
っ
て
証
明
し
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
前
掲
し
た
簡
9
が
④
の
第
二
回
秦
恭
尋
問
の
結
果

を
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。
さ
て
、
秦
恭
は
②
④
の
二
度
に
亙
っ
て
尋
問
を

受
け
て
い
る
が
、
②
の
第
～
回
秦
恭
尋
問
は
①
の
四
通
耐
の
訴
え
を
、
④
の

第
二
回
秦
恭
尋
問
は
③
で
の
聖
節
・
孫
翔
の
証
言
を
そ
れ
ぞ
れ
承
け
て
命
じ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
簡
9
に
再
録
さ
れ
て
い
る
「
官
記
」
は
④
の
第
二
回

一
一
尋
問
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
尋
問
実
施
の
契
機
と
な
っ

た
③
で
の
李
丹
・
孫
翔
の
証
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
尋
問
命
令
に

は
そ
の
尋
問
を
命
ず
る
に
至
る
経
緯
も
併
記
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
第
一
回
秦

恭
尋
問
命
令
に
は
そ
の
契
機
と
な
っ
た
①
で
の
斉
通
耐
の
訴
え
も
引
用
さ
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
簡
9
に
再
録
さ
れ
た
尋
問
命
令
で
あ
る
「
官
記
」

に
そ
の
斉
通
鮒
の
訴
え
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
簡
9
に
第
一
回
秦

恭
尋
問
命
令
が
再
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

「
除
…
長
失
鼓
」
幻
聴
で
は
、
二
度
の
秦
恭
尋
問
が
一
連
の
手
続
き
と
し
て
行

わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
第
二
回
尋
問
命
令
に
対
す
る
報
告
文
書
（
簡
9
）
に

再
録
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
を
直
接
命
じ
た
第
二
回
尋
問
命
令
だ
け
な
の
で

あ
り
、
報
告
に
再
録
さ
れ
る
命
令
は
そ
れ
を
直
接
命
じ
た
も
の
に
限
ら
れ
る

こ
と
、
こ
こ
で
も
確
認
さ
れ
る
。
我
々
は
、
日
刊
霜
冊
書
の
尋
問
結
果
報
告

文
書
（
簡
略
）
に
二
度
の
冠
恩
尋
問
命
令
が
両
方
と
も
再
録
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
以
て
、
報
告
文
書
に
は
～
連
の
手
続
き
全
て
が
再
録
さ
れ
る
と
考
え
勝

ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
例
外
を
以
て
通
例
と
為
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

①
大
庭
惰
「
漢
代
制
詔
の
形
態
」
（
同
氏
各
州
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
案
文
杜

　
｝
九
八
二
）
　
二
一
⊥
ハ
百
八
。

②
以
下
、
括
弧
内
の
英
字
は
大
庭
脩
「
史
記
三
王
世
家
と
漢
の
公
文
書
」
（
前
掲

　
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
㎞
所
収
　
以
下
「
三
王
世
家
」
）
に
附
せ
ら
れ
た
も
の
で

　
あ
る
。
原
文
は
そ
ち
ら
の
該
当
個
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
上
奏
③
に
覆
重
病
の
上
奏
①
も
原
文
の
ま
ま
再
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
制
圧
②

　
の
「
下
御
史
扁
が
上
疏
を
下
げ
渡
し
て
協
議
に
か
け
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
、

　
御
史
に
下
さ
れ
る
際
に
、
上
奏
①
＋
制
詔
②
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
皇
帝
の
命
令

　
と
し
て
扱
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

④
上
奏
⑤
に
は
細
切
れ
の
形
で
制
詔
④
が
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
対
策

　
に
お
い
て
対
策
者
が
皇
帝
の
詔
策
を
幾
つ
か
の
条
文
に
区
分
し
、
そ
の
条
文
ご
と

　
に
認
策
を
反
復
し
た
上
で
自
ら
の
所
信
を
表
明
す
る
と
い
う
対
策
文
書
の
書
式
と

　
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
細
切
れ
の
制
詔
再
録
は
上
奏
⑦
で
も
見
ら
れ
る
も
の

　
で
、
こ
こ
で
言
う
上
奏
冒
頭
へ
の
制
詔
原
文
の
再
録
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
上
奏
⑦
で
は
細
切
れ
の
制
詔
再
録
に
加
え
て
、
習
頭
に
制
詔
原
文
も
再
録
さ
れ
て

　
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
上
奏
⑤
で
も
元
々
は
制
詔
④
の
原
文
が
冒
頭
に
再
録
さ

　
れ
て
い
た
が
、
噸
史
記
臨
編
纂
に
際
し
て
削
除
又
は
脱
落
し
た
と
考
え
る
べ
き
で

　
あ
ろ
う
。
対
策
文
害
の
書
式
に
つ
．
い
て
は
、
福
井
重
雅
「
前
漢
対
策
文
書
再
探

　
一
蔵
仲
鋸
の
対
策
の
予
備
的
考
察
一
扁
（
『
社
会
文
化
史
学
』
三
四
　
一
九
九

　
五
）
参
照
。

⑤
大
庭
前
掲
「
三
王
世
家
」
で
は
、
上
奏
⑤
の
細
切
れ
の
制
詔
再
録
と
上
奏
⑨
の

　
一
連
の
や
り
取
り
の
概
要
記
載
も
、
共
に
上
奏
冨
頭
へ
の
制
詔
原
文
の
再
録
に
含

　
め
る
（
一
二
〇
二
頁
）
が
、
上
奏
⑤
の
細
切
れ
の
制
詔
再
録
は
対
策
文
書
的
表
現
で

　
あ
っ
て
、
上
奏
の
理
由
と
経
過
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
上
奏
⑨
の
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皿
連
の
や
り
取
り
の
概
要
記
載
が
上
奏
の
理
由
と
経
過
の
説
明
で
あ
る
こ
と
は
指

　
摘
の
通
り
で
あ
る
が
、
一
連
の
や
り
取
り
の
概
要
記
載
と
上
奏
冒
頭
へ
の
制
詔
原

　
文
の
再
録
と
は
、
そ
の
上
奏
が
制
詔
に
答
え
る
形
か
否
か
に
よ
る
使
い
分
け
が
あ

　
り
両
者
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。

⑥
簡
1
1
と
簡
1
3
は
も
と
も
と
一
本
の
緻
に
記
載
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
撤
は
上
端

　
の
宛
先
記
載
「
甲
渠
郵
候
二
二
行
」
の
下
に
封
泥
匝
が
あ
り
、
そ
の
下
が
四
菰
に

　
加
工
さ
れ
て
、
簡
1
1
の
都
尉
府
の
命
令
は
A
B
C
面
に
、
簡
1
3
の
甲
山
候
官
の
命

　
令
は
D
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑦
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
図
〔
］
縢
縢
O
詔
書
過
。
記
到
、
各
推
辞
界
中
、
具
香
、
會
十
～
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
↓
膳
”
ω

　
　
七
去
府
七
十
里
。
書
一
日
一
夜
、
當
行
百
六
十
里
。
書
積
二
日
少
半
乃
到
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
解
侮
。
書
到
、
各
推
辟
界
中
寺
得
事
案
到
知
律
令
醤
。
會
子
爵
六
日
。
會
月

　
　
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
9
勺
．
ω
野
日
卜
。
”
。
。
諺
＊

七
　
「
駒
弓
勢
病
死
」
冊
轡
の
経
緯

　
こ
の
よ
う
に
、
尋
問
結
果
の
報
告
文
書
に
再
録
さ
れ
る
の
は
そ
れ
を
直
接

命
じ
た
尋
問
命
令
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
駒
止
勢
病
死
」
冊
書

（
簡
1
0
）
で
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
守
恒
尉
放
等
の
尋
問
は
、
尊
書
に
再

録
さ
れ
て
い
る
「
府
記
」
を
承
け
て
実
施
さ
れ
た
尋
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
簿
記
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
焦
永
に
子
馬
の
賠
償

を
求
め
た
守
塞
尉
放
の
訴
え
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
府
記
」
を
承
け
て

本
来
尋
問
さ
れ
る
べ
き
人
物
は
訴
え
ら
れ
た
佳
州
永
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
写
譜
は
「
前
言
解
」
の
記
載
か
ら
守
塞
語
論
よ
り
も
先
に
既
に
尋
問
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
全
て
矛
盾
無
く
理
解
す
る

な
ら
ば
、
門
府
記
」
を
受
け
た
候
官
は
訴
え
ら
れ
た
焦
永
を
ま
ず
尋
問
し
、

さ
ら
に
続
け
て
訴
え
た
当
の
守
塞
尉
放
等
を
も
尋
問
し
た
と
な
ろ
う
。

　
そ
の
場
合
、
一
水
の
尋
問
結
果
の
報
告
に
も
「
讃
唱
」
が
再
録
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
一
度
し
か
下
達
さ
れ
て
い
な
い
「
府
記
」
が
佳
州
水
の

尋
問
結
果
の
報
告
と
守
塞
尉
三
等
の
そ
れ
と
の
両
方
に
繰
り
返
し
再
録
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
命
令
が
報
告
の
度

に
繰
り
返
し
再
録
さ
れ
る
こ
と
は
異
例
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
候
宮
が

秋
射
成
績
に
従
っ
て
配
下
の
吏
に
労
を
賜
う
よ
う
都
尉
府
へ
申
請
し
た
文
書

に
は
、
秋
射
実
施
と
成
績
送
付
を
命
ず
る
「
府
書
」
が
再
録
さ
れ
て
い
る
。

14

@
五
鳳
二
年
九
月
庚
三
朔
己
酉
、
甲
渠
候
漢
彊
敢
言
之
。
府
書
日
「
候
長

　
　
士
吏
蓬
黙
長
、
以
令
秋
射
、
署
弓
勢
。
長
吏
雑
試
、
集
□
封
、
移
都
尉

　
　
府
。
」
謹
移
第
四
黙
長
無
道
□
鳳
□
□
□
錯
簡
雷
之
。
①
・
㎝
（
》
。
。
）
＊
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@
五
鳳
二
年
九
月
庚
辰
朔
己
酉
、
甲
渠
候
鳥

　
　
細
口
中
綿
、
移
都
尉
府
。
」
遷
移
福
射
中
豊
Z
　
　
団
．
℃
．
日
⊂
月
①
㍊
c
。
b
。

簡
1
4
は
第
四
隊
…
長
某
奴
、
簡
1
5
は
某
福
へ
の
挙
白
申
請
で
、
田
付
は
同
じ
で

あ
る
。
秋
射
実
施
と
賜
労
申
請
と
を
命
ず
る
「
府
書
」
が
こ
の
二
黒
に
つ
い

て
別
々
に
候
官
に
下
達
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
候
官
に
下
達
さ
れ
た
「
府

書
」
は
｝
通
の
み
で
、
悲
運
が
各
人
の
賜
昼
型
講
文
書
を
作
成
す
る
度
に
そ
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の
「
庵
書
」
を
繰
り
返
し
再
録
し
て
い
る
こ
と
、
論
ず
る
迄
も
無
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
四
時
の
禁
令
の
違
反
者
の
有
無
を
四
時
に
報
告
せ
よ
と
い
う
命
令
に

つ
い
て
も
、
三
ヶ
月
に
一
度
と
い
う
報
告
の
間
隔
を
前
も
っ
て
規
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
報
告
す
べ
き
時
期
を
迎
え
る
度
に
報
告
命
令
が
下
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
先
に
一
度
だ
け
下
さ
れ
た
報
告
命
令
を
報
告
文
書
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
度
に
繰
り
返
し
再
録
し
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
逸
事
」
を
下
達
さ
れ
た
甲
渠
叢
話
は
先
ず
訴
え
ら

れ
た
焦
永
を
尋
問
し
、
続
い
て
訴
え
た
守
塞
尉
放
等
を
も
尋
問
し
た
と
考
え

る
こ
と
に
口
悪
は
無
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
他
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
訴
え
た

本
入
が
尋
問
さ
れ
る
の
は
極
め
て
異
例
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
守
塞
尉
放
は
、
自
分
の
乗
っ
て
い
た
馬

が
疲
れ
た
た
め
に
、
橡
の
巡
回
の
た
め
に
焦
永
が
乗
っ
て
い
た
駅
馬
と
自
分

の
馬
を
交
換
し
、
そ
の
駅
馬
に
乗
っ
て
移
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
公
務

で
も
本
来
の
用
途
以
外
に
駅
馬
を
使
用
す
る
こ
と
は
「
壇
」
に
当
た
る
行
為

　
　
　
　
②

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
守
塞
尉
放
の
訴
え
に
記
さ
れ
た
事
実
関
係
の
中
に
、

守
塞
尉
放
自
身
の
行
為
が
「
檀
」
に
、
延
い
て
は
「
叢
薄
爲
盗
」
に
当
た
る

疑
い
が
既
に
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
甲
三
三
候
は
三
三
だ
け
で
な
く
守
塞

尉
放
等
を
も
尋
問
し
、
そ
の
事
実
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
最
後
に
「
駒
罷
勢
病
死
」
証
書
の
経
緯
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
守
勢
尉
放

が
死
ん
だ
子
馬
を
賠
償
す
る
よ
う
道
道
隊
…
長
焦
永
を
府
に
訴
え
た
。
麿
は
両

当
事
者
の
所
属
す
る
甲
渠
上
官
に
対
し
「
験
間
明
給
湿
」
を
命
じ
た
。
候
富

は
ま
ず
訴
え
ら
れ
た
焦
永
を
尋
問
し
、
そ
の
供
述
を
府
に
送
付
し
た
。
続
け

て
候
官
は
訴
え
た
本
人
で
あ
る
守
塞
尉
官
と
そ
の
証
人
の
孟
憲
・
秦
恭
と
を

尋
問
し
、
彼
ら
の
供
述
に
、
候
官
が
両
当
事
者
の
供
述
を
検
討
し
て
下
し
た

判
断
を
添
え
て
府
に
報
告
し
た
。
そ
の
報
告
文
書
が
こ
の
冊
書
で
あ
る
。

①
次
の
二
簡
に
再
録
さ
れ
た
報
告
命
令
（
「
玉
書
」
）
は
全
く
同
一
で
、
既
に
下
さ

　
れ
た
調
査
命
令
を
繰
り
返
し
再
録
し
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

　
　
　
建
武
四
年
五
月
玉
吟
朔
戊
子
、
甲
渠
塞
尉
長
行
候
事
寡
言
之
。
府
書
置
「
吏

　
　
　
畏
母
犯
四
時
禁
。
有
無
四
時
醤
。
扁
幽
謹
案
部
吏
母
犯
四
時
禁
者
。
敢
言
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
．
℃
9
閃
N
鱒
一
型
O
＞
＊

　
　
　
建
武
六
年
七
月
戊
戌
朔
乙
卯
、
甲
渠
邨
守
候
　
敢
言
之
。
郵
書
日
「
吏
毘
母

　
　
　
犯
四
時
禁
。
有
無
四
時
醤
。
」
幽
幽
案
部
吏
母
犯
四
時
禁
者
。
敢
言
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
．
℃
．
閃
b
つ
b
つ
”
0
一
》
一
O
b
o
＊

②
候
長
戸
嚢
が
挙
劾
さ
れ
た
文
轡
（
国
．
℃
．
↓
①
o
◎
”
O
Q
一
～
O
卜
⊃
）
で
は
、
王
褒
が
胡

　
虜
侵
入
の
信
号
を
挙
げ
た
木
中
黙
ま
で
部
下
の
李
丹
を
駅
馬
で
行
か
せ
た
こ
と
を

　
門
檀
使
丹
乗
用
騨
馬
」
と
い
っ
て
謎
貴
し
て
お
り
、
た
と
い
公
務
で
あ
っ
て
も
本

　
来
の
用
途
で
な
い
駅
馬
の
使
用
は
「
捜
」
に
当
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。
候
長
王
褒

　
の
挙
劾
文
書
に
つ
い
て
は
、
佐
原
康
夫
門
居
延
漢
簡
に
見
え
る
官
吏
の
処
罰
扁

　
（
『
東
洋
史
研
究
臨
五
六
－
三
　
一
九
九
七
）
参
照
。

む
す
び
に
か
え
て
1
候
粟
君
柵
蜜
へ
の
疑
問

　
尋
問
結
果
の
報
告
文
普
に
含
ま
れ
る
「
前
言
解
」
は
「
先
に
弁
解
は
報
告

済
み
」
と
い
う
意
味
の
文
書
発
信
者
に
よ
る
補
足
的
記
載
で
あ
っ
た
。
候
粟
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君
凡
書
の
「
前
言
癬
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
粟
君
の
訴
え
を
承
け
て
弁
解
す

べ
き
人
物
は
訴
え
ら
れ
た
冠
恩
以
外
に
い
な
い
こ
と
か
ら
「
解
」
は
鬼
恩
の

弁
解
を
指
し
、
ま
た
、
こ
の
語
が
第
二
回
冠
恩
尋
問
命
令
の
前
に
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
「
前
言
解
」
は
都
郷
工
夫
宮
が
第
一
圓
尋
問
で
の
冠
恩
の

弁
解
を
報
告
し
た
こ
と
を
指
す
と
考
え
て
誤
り
無
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿

で
は
も
う
一
点
、
冒
頭
に
命
令
を
原
文
の
ま
ま
再
録
し
て
い
る
報
告
文
書
は

再
録
さ
れ
た
そ
の
命
令
に
対
す
る
報
告
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
落
合
恩

冊
書
の
場
合
は
、
都
郷
亡
夫
宮
の
報
告
文
書
（
簡
1
）
に
は
一
一
度
の
憲
恩
尋

問
命
令
が
両
方
と
も
再
録
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
報
告
文
書
は
こ
れ
ら
二

つ
の
尋
問
命
令
の
両
方
に
対
す
る
報
告
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
前
言
解
」
と
尋
問
命
令
の
再
録
と
が
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、

都
車
幅
夫
宮
の
報
告
文
書
は
、
一
度
醤
の
竃
恩
尋
問
命
令
に
対
し
て
は
既
に

憲
恩
の
弁
解
を
報
告
済
み
で
あ
る
と
一
言
申
し
添
え
た
上
で
、
憲
恩
が
粟
君

に
対
す
る
債
務
の
不
存
在
を
自
証
袋
書
に
よ
っ
て
証
明
し
た
と
い
う
尋
問
結

果
を
、
二
度
の
尋
問
命
令
の
両
方
に
対
す
る
報
告
と
し
て
居
延
県
廷
に
送
付

し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
前
言
解
」
は
三
日
の
第
～
回
尋
問
に

お
け
る
激
甚
の
弁
解
を
居
延
県
廷
に
報
告
し
た
こ
と
を
指
す
の
だ
か
ら
、
十

九
日
の
報
告
文
書
送
付
の
時
点
で
第
～
圖
尋
問
命
令
に
対
す
る
報
告
は
既
に

済
ん
で
お
り
、
従
っ
て
、
十
九
日
附
報
告
文
書
に
は
第
一
圓
尋
問
命
令
を
再

録
す
る
必
要
な
ど
無
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
九
日
附
報
告
文
書

が
第
一
回
尋
問
命
令
に
対
す
る
報
告
で
も
あ
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
た

め
に
、
第
一
回
尋
問
命
令
に
つ
い
て
は
、
「
前
言
解
」
が
指
し
示
す
所
の
報

告
と
こ
の
十
九
日
附
報
告
文
書
と
で
同
一
の
尋
問
結
果
が
繰
り
返
し
報
告
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
十
九
日
越
報
告
文
書
が
、
第
一
回
尋
問
命
令

に
対
す
る
報
告
は
既
に
済
ん
で
い
る
旨
を
そ
れ
自
体
の
中
で
申
し
添
え
て
い

な
が
ら
、
二
度
の
尋
問
命
令
の
両
方
に
対
す
る
報
告
と
い
う
形
を
殊
更
に
取

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
と
は
～
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
二
度
の

尋
問
命
令
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
二
度
の
尋
問
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ

れ
た
二
通
の
自
証
隷
書
は
全
く
同
一
の
内
容
な
の
で
あ
る
が
、
潮
影
で
指
摘

し
た
よ
う
に
、
自
証
良
書
は
同
一
案
件
に
つ
い
て
重
複
し
て
作
成
さ
れ
る
こ

と
は
無
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
見
事
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
と
風
付
に
お
い
て
行
っ
た
予
備
作
業
の
結
果
、
上
述
の
矛
盾
も
含
め

て
私
は
冊
書
に
関
し
て
六
つ
の
疑
問
を
抱
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ

れ
ら
の
予
備
作
業
は
単
に
こ
の
信
書
に
対
す
る
疑
問
や
矛
盾
を
増
幅
し
た
だ

け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
前
醤
解
」
が
第
㏄
回

尋
問
で
の
冠
恩
の
弁
解
を
報
告
し
た
こ
と
を
指
す
と
い
う
本
稿
の
考
察
結
果

は
、
「
前
著
解
」
が
自
証
高
書
の
送
付
を
伴
わ
な
い
冠
恩
の
弁
解
の
み
の
報

告
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
試
み
に
か
か
る
前
提
の
下
に
こ
の

冊
書
を
理
解
し
て
み
る
と
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
六
つ
の
疑
問
点
の
う
ち
三
点

は
も
と
よ
り
疑
問
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
前
言
解
」
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が
三
日
附
自
証
震
害
の
送
付
を
指
す
と
い
う
、
従
来
の
冊
書
解
釈
に
お
け
る

前
提
そ
の
も
の
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
予
備
作
業
の

目
的
は
こ
こ
に
果
さ
れ
た
。
候
粟
君
偲
書
そ
の
も
の
の
考
察
に
移
ろ
う
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究

成
果
の
　
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
挙
術
振
興
会
特
別
研
究
員
　

「前言解」小考（鷹取）
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